


















































































































































































































































































































































































































































































２ １のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解

析を行った場合は、手術の前後それぞれ１回に限り、高次収差解析加算として、

150点を所定点数に加算する。

Ｋ２８２－２ 後発白内障手術 1,380点

Ｋ２８３ 削除

Ｋ２８４ 硝子体置換術 6,890点

第５款 耳鼻咽喉

区分

（外耳）

Ｋ２８５ 耳介血腫開窓術 460点

Ｋ２８６ 外耳道異物除去術

１ 単純なもの 260点

２ 複雑なもの 850点

Ｋ２８７ 先天性耳瘻管摘出術 3,900点
ろう

Ｋ２８８ 副耳（介）切除術 2,240点

Ｋ２８９ 耳茸摘出術 1,000点
じよう

Ｋ２９０ 外耳道骨増生（外骨腫）切除術 10,120点

Ｋ２９０－２ 外耳道骨腫切除術 7,670点

Ｋ２９１ 耳介腫瘍摘出術 4,730点

Ｋ２９２ 外耳道腫瘍摘出術（外耳道真珠腫手術を含む。） 7,600点

Ｋ２９３ 耳介悪性腫瘍手術 22,290点

Ｋ２９４ 外耳道悪性腫瘍手術（悪性外耳道炎手術を含む。） 35,590点

Ｋ２９５ 耳後瘻孔閉鎖術 4,000点
ろう

Ｋ２９６ 耳介形成手術

１ 耳介軟骨形成を要するもの 19,240点

２ 耳介軟骨形成を要しないもの 9,960点

Ｋ２９７ 外耳道形成手術 19,240点

Ｋ２９８ 外耳道造設術・閉鎖症手術 36,700点

Ｋ２９９ 小耳症手術

１ 軟骨移植による耳介形成手術 56,140点

２ 耳介挙上 14,740点

（中耳）

Ｋ３００ 鼓膜切開術 830点

Ｋ３０１ 鼓室開放術 7,280点

Ｋ３０２ 上鼓室開放術 13,140点

Ｋ３０３ 上鼓室乳突洞開放術 24,720点

Ｋ３０４ 乳突洞開放術（アントロトミー） 13,480点

Ｋ３０５ 乳突削開術 24,490点

Ｋ３０６ 錐体部手術 38,470点

Ｋ３０７ 削除

Ｋ３０８ 耳管内チューブ挿入術 1,420点

Ｋ３０８－２ 耳管狭窄ビニール管挿入術 1,420点
さく

Ｋ３０９ 鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術 2,670点

Ｋ３１０ 乳突充填術 7,470点

Ｋ３１１ 鼓膜穿孔閉鎖術（一連につき） 1,900点
せん

Ｋ３１２ 鼓膜鼓室肉芽切除術 3,020点

Ｋ３１３ 中耳、側頭骨腫瘍摘出術 38,330点

Ｋ３１４ 中耳悪性腫瘍手術

１ 切除 41,520点
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２ 側頭骨摘出術 68,640点

Ｋ３１５ 鼓室神経叢切除、鼓索神経切断術 9,900点
そう

Ｋ３１６ Ｓ状洞血栓（静脈炎）手術 24,730点

Ｋ３１７ 中耳根治手術 42,440点

Ｋ３１８ 鼓膜形成手術 18,100点

Ｋ３１９ 鼓室形成手術

１ 耳小骨温存術 34,660点

２ 耳小骨再建術 51,330点

Ｋ３２０ アブミ骨摘出術・可動化手術 32,140点

Ｋ３２０－２ 人工中耳植込術 32,140点

（内耳）

Ｋ３２１ 内耳開窓術 31,970点

Ｋ３２２ 経迷路的内耳道開放術 64,930点

Ｋ３２３ 内リンパ嚢開放術 28,890点
のう

Ｋ３２４ 削除

Ｋ３２５ 迷路摘出術

１ 部分摘出（膜迷路摘出術を含む。） 29,220点

２ 全摘出 38,890点

Ｋ３２６ 削除

Ｋ３２７ 内耳窓閉鎖術 23,250点

Ｋ３２８ 人工内耳植込術 40,810点

Ｋ３２８－２ 植込型骨導補聴器移植術 10,620点

Ｋ３２８－３ 植込型骨導補聴器交換術 1,840点

（鼻）

Ｋ３２９ 鼻中隔膿瘍切開術 620点
のう

Ｋ３３０ 鼻中隔血腫切開術 820点

Ｋ３３１ 鼻腔粘膜焼灼術 1,080点
くう しやく

Ｋ３３１－２ 下甲介粘膜焼灼術 1,080点
しやく

Ｋ３３１－３ 下甲介粘膜レーザー焼灼術（両側） 2,910点
しやく

Ｋ３３２ 削除

Ｋ３３３ 鼻骨骨折整復固定術 2,130点

Ｋ３３３－２ 鼻骨脱臼整復術 1,640点

Ｋ３３３－３ 鼻骨骨折徒手整復術 1,970点

Ｋ３３４ 鼻骨骨折観血的手術 5,720点

Ｋ３３４－２ 鼻骨変形治癒骨折矯正術 23,060点

Ｋ３３５ 鼻中隔骨折観血的手術 3,940点

Ｋ３３５－２ 上顎洞鼻内手術（スツルマン氏、吉田氏変法を含む。） 2,740点

Ｋ３３５－３ 上顎洞鼻外手術 2,740点

Ｋ３３６ 鼻内異物摘出術 690点

Ｋ３３７ 鼻前庭嚢胞摘出術 4,980点
のう

Ｋ３３８ 鼻甲介切除術

１ 高周波電気凝固法によるもの 1,080点

２ その他のもの 3,320点

Ｋ３３８－２ 削除

Ｋ３３９ 粘膜下下鼻甲介骨切除術 4,260点

Ｋ３４０ 鼻茸摘出術 1,310点
じよう

Ｋ３４０－２ 削除

Ｋ３４０－３ 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅰ型（副鼻腔自然口開窓術） 3,600点
くう くう

Ｋ３４０－４ 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型（副鼻腔単洞手術） 12,000点
くう くう
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注 自家腸骨片を充填した場合は3,150点を所定点数に加算する。

Ｋ３４０－５ 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術） 24,910点
くう くう

Ｋ３４０－６ 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型（汎副鼻腔手術） 32,080点
くう くう

Ｋ３４０－７ 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型（拡大副鼻腔手術） 51,630点
くう くう

Ｋ３４１ 上顎洞性後鼻孔ポリープ切除術 1,510点

Ｋ３４２ 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 15,200点
くう

Ｋ３４３ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術
くう

１ 切除 25,040点

２ 全摘 49,690点

Ｋ３４４ 経鼻腔的翼突管神経切除術 30,460点
くう

Ｋ３４５ 萎縮性鼻炎手術（両側） 22,370点

Ｋ３４６ 後鼻孔閉鎖症手術

１ 単純なもの（膜性閉鎖） 4,360点

２ 複雑なもの（骨性閉鎖） 27,040点

Ｋ３４７ 鼻中隔矯正術 8,230点

Ｋ３４７－２ 変形外鼻手術 16,390点

Ｋ３４７－３ 内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型（骨、軟骨手術） 6,620点

Ｋ３４７－４ 内視鏡下鼻中隔手術Ⅱ型（粘膜手術） 2,440点

Ｋ３４７－５ 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型（下鼻甲介手術） 7,940点
くう

Ｋ３４７－６ 内視鏡下鼻腔手術Ⅱ型（鼻腔内手術） 3,170点
くう くう

Ｋ３４７－７ 内視鏡下鼻腔手術Ⅲ型（鼻孔閉鎖症手術） 19,940点
くう

（副鼻腔）
くう

Ｋ３４８及びＫ３４９ 削除

Ｋ３５０ 前頭洞充填術 13,200点

Ｋ３５１ 削除

Ｋ３５２ 上顎洞根治手術 7,990点

Ｋ３５２－２ 鼻内上顎洞根治手術 3,330点

Ｋ３５２－３ 副鼻腔炎術後後出血止血法 6,660点
くう

Ｋ３５３ 鼻内篩骨洞根治手術 5,000点
し

Ｋ３５４からＫ３５６まで 削除

Ｋ３５６－２ 鼻外前頭洞手術 16,290点

Ｋ３５７ 鼻内蝶形洞根治手術 3,820点

Ｋ３５８ 上顎洞篩骨洞根治手術 11,310点
し

Ｋ３５９ 前頭洞篩骨洞根治手術 11,290点
し

Ｋ３６０ 篩骨洞蝶形洞根治手術 11,290点
し

Ｋ３６１ 上顎洞篩骨洞蝶形洞根治手術 12,630点
し

Ｋ３６２ 上顎洞篩骨洞前頭洞根治手術 14,110点
し

Ｋ３６２－２ 経上顎洞的顎動脈結紮術 28,630点
さつ

Ｋ３６３ 前頭洞篩骨洞蝶形洞根治手術 13,440点
し

Ｋ３６４ 汎副鼻腔根治手術 20,010点
くう

Ｋ３６５ 経上顎洞的翼突管神経切除術 28,210点

Ｋ３６６ 削除

（咽頭、扁桃）
へん

Ｋ３６７ 咽後膿瘍切開術 1,900点
のう

Ｋ３６８ 扁桃周囲膿瘍切開術 1,830点
へん のう

Ｋ３６９ 咽頭異物摘出術

１ 簡単なもの 500点

２ 複雑なもの 2,100点

Ｋ３７０ アデノイド切除術 1,600点
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Ｋ３７１ 上咽頭腫瘍摘出術

１ 経口腔によるもの 5,350点
くう

２ 経鼻腔によるもの 6,070点
くう

３ 経副鼻腔によるもの 8,790点
くう

４ 外切開によるもの 16,590点

Ｋ３７１－２ 上咽頭ポリープ摘出術

１ 経口腔によるもの 4,460点
くう

２ 経鼻腔によるもの 5,060点
くう

３ 経副鼻腔によるもの 8,270点
くう

４ 外切開によるもの 15,080点

Ｋ３７２ 中咽頭腫瘍摘出術

１ 経口腔によるもの 2,710点
くう

２ 外切開によるもの 16,260点

Ｋ３７３ 下咽頭腫瘍摘出術

１ 経口腔によるもの 7,290点
くう

２ 外切開によるもの 16,300点

Ｋ３７４ 咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。） 35,340点

Ｋ３７４－２ 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。） 38,740点

Ｋ３７５ 鼻咽腔線維腫手術
くう

１ 切除 9,630点

２ 摘出 37,850点

Ｋ３７５－２ 鼻咽腔閉鎖術 23,790点
くう

Ｋ３７６ 上咽頭悪性腫瘍手術 35,830点

Ｋ３７７ 口蓋扁桃手術
へん

１ 切除 1,720点

２ 摘出 3,600点

Ｋ３７８ 舌扁桃切除術 1,230点
へん

Ｋ３７９ 副咽頭間隙腫瘍摘出術

１ 経頸部によるもの 34,320点
けい

２ 経側頭下窩によるもの（下顎離断によるものを含む。） 55,200点
か

Ｋ３７９－２ 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術

１ 経頸部によるもの 47,580点
けい

２ 経側頭下窩によるもの（下顎離断によるものを含む。） 91,500点
か

Ｋ３８０ 過長茎状突起切除術 6,440点

Ｋ３８１ 上咽頭形成手術 10,110点

Ｋ３８２ 咽頭瘻閉鎖術 12,770点
ろう

Ｋ３８２－２ 咽頭皮膚瘻孔閉鎖術 12,770点
ろう

（喉頭、気管）

Ｋ３８３ 喉頭切開・截開術 13,420点
せつ

Ｋ３８４ 喉頭膿瘍切開術 2,140点
のう

Ｋ３８４－２ 深頸部膿瘍切開術 4,800点
けい のう

Ｋ３８５ 喉頭浮腫乱切術 2,040点

Ｋ３８６ 気管切開術 3,080点

Ｋ３８６－２ 輪状甲状靱帯切開術 1,970点
じん

Ｋ３８７ 喉頭粘膜焼灼術（直達鏡によるもの） 2,860点
しやく

Ｋ３８８ 喉頭粘膜下異物挿入術 3,630点

Ｋ３８８－２ 喉頭粘膜下軟骨片挿入術 12,240点

Ｋ３８９ 喉頭・声帯ポリープ切除術

１ 間接喉頭鏡によるもの 2,990点
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２ 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの 4,300点

Ｋ３９０ 喉頭異物摘出術

１ 直達鏡によらないもの 2,920点

２ 直達鏡によるもの 5,250点

Ｋ３９１ 気管異物除去術

１ 直達鏡によるもの 5,320点

２ 開胸手術によるもの 43,340点

Ｋ３９２ 喉頭蓋切除術 3,190点

Ｋ３９２－２ 喉頭蓋嚢腫摘出術 3,190点
のう

Ｋ３９３ 喉頭腫瘍摘出術

１ 間接喉頭鏡によるもの 3,420点

２ 直達鏡によるもの 4,310点

Ｋ３９４ 喉頭悪性腫瘍手術

１ 切除 38,800点

２ 全摘 63,710点

Ｋ３９４－２ 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術

１ 切除 42,200点

２ 全摘 67,200点

Ｋ３９５ 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。）
けい

113,880点

Ｋ３９６ 気管切開孔閉鎖術 1,250点

Ｋ３９６－２ 気管縫合術 1,040点

Ｋ３９７ 喉頭横隔膜切除術（ステント挿入固定術を含む。） 13,390点

Ｋ３９８ 喉頭狭窄症手術
さく

１ 前方開大術 23,430点

２ 前壁形成手術 23,320点

３ Ｔチューブ挿入術 14,040点

Ｋ３９９ 気管狭窄症手術 38,540点
さく

Ｋ４００ 喉頭形成手術

１ 人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術 18,750点

２ 筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術 28,510点

３ 甲状軟骨固定用器具を用いたもの 34,840点

Ｋ４０１ 気管口狭窄拡大術 2,690点
さく

Ｋ４０２ 縦隔気管口形成手術 76,040点

Ｋ４０３ 気管形成手術（管状気管、気管移植等）

１ 頸部からのもの 49,940点
けい

２ 開胸又は胸骨正中切開によるもの 76,040点

Ｋ４０３－２ 嚥下機能手術
えん

１ 輪状咽頭筋切断術 18,810点

２ 喉頭挙上術 18,370点

３ 喉頭気管分離術 30,260点

４ 喉頭全摘術 28,210点

第６款 顔面・口腔・頸部
くう けい

区分

（歯、歯肉、歯槽部、口蓋）

Ｋ４０４ 抜歯手術（１歯につき）

１ 乳歯 130点

２ 前歯 155点

３ 臼歯 265点
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４ 埋伏歯 1,054点

注１ ２又は３については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分

離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、210点を所定点数に加算する。

２ ４については、完全埋伏歯（骨性）又は水平埋伏智歯に限り算定する。

３ ４については、下顎完全埋伏智歯（骨性）又は下顎水平埋伏智歯の場合は、

120点を所定点数に加算する。

４ 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。

Ｋ４０５ 削除

Ｋ４０６ 口蓋腫瘍摘出術

１ 口蓋粘膜に限局するもの 520点

２ 口蓋骨に及ぶもの 8,050点

Ｋ４０７ 顎・口蓋裂形成手術

１ 軟口蓋のみのもの 15,770点

２ 硬口蓋に及ぶもの 24,170点

３ 顎裂を伴うもの

イ 片側 25,170点

ロ 両側 31,940点

Ｋ４０７－２ 軟口蓋形成手術 9,700点

（口腔前庭、口腔底、頬粘膜、舌）
くう くう きよう

Ｋ４０８ 口腔底膿瘍切開術 700点
くう のう

Ｋ４０９ 口腔底腫瘍摘出術 7,210点
くう

Ｋ４１０ 口腔底悪性腫瘍手術 29,360点
くう

Ｋ４１１ 頬粘膜腫瘍摘出術 4,460点
きよう

Ｋ４１２ 頬粘膜悪性腫瘍手術 26,310点
きよう

Ｋ４１３ 舌腫瘍摘出術

１ 粘液嚢胞摘出術 1,220点
のう

２ その他のもの 2,940点

Ｋ４１４ 舌根甲状腺腫摘出術 11,760点

Ｋ４１４－２ 甲状舌管嚢胞摘出術 8,970点
のう

Ｋ４１５ 舌悪性腫瘍手術

１ 切除 26,410点

２ 亜全摘 75,070点

Ｋ４１６及びＫ４１７ 削除

Ｋ４１８ 舌形成手術（巨舌症手術） 9,100点

Ｋ４１８－２ 舌繋瘢痕性短縮矯正術 2,650点
けいはん

Ｋ４１９ 頬、口唇、舌小帯形成手術 560点
きよう

Ｋ４２０ 削除

（顔面）

Ｋ４２１ 口唇腫瘍摘出術

１ 粘液嚢胞摘出術 910点
のう

２ その他のもの 3,050点

Ｋ４２２ 口唇悪性腫瘍手術 33,010点

Ｋ４２３ 頬腫瘍摘出術
きよう

１ 粘液嚢胞摘出術 910点
のう

２ その他のもの 5,250点

Ｋ４２４ 頬悪性腫瘍手術 20,940点
きよう

Ｋ４２５ 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 108,700点
くう

Ｋ４２６ 口唇裂形成手術（片側）

１ 口唇のみの場合 13,180点
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２ 口唇裂鼻形成を伴う場合 18,810点

３ 鼻腔底形成を伴う場合 24,350点
くう

Ｋ４２６－２ 口唇裂形成手術（両側）

１ 口唇のみの場合 18,810点

２ 口唇裂鼻形成を伴う場合 23,790点

３ 鼻腔底形成を伴う場合 36,620点
くう

（顔面骨、顎関節）

Ｋ４２７ 頬骨骨折観血的整復術 18,100点
きよう

Ｋ４２７－２ 頬骨変形治癒骨折矯正術 38,610点
きよう

Ｋ４２８ 下顎骨折非観血的整復術 1,240点

注 三内式線副子以上を使用する連続歯結紮法を行った場合は、650点を加算する。
さつ

Ｋ４２９ 下顎骨折観血的手術

１ 片側 13,000点

２ 両側 27,320点

Ｋ４２９－２ 下顎関節突起骨折観血的手術

１ 片側 28,210点

２ 両側 47,020点

Ｋ４３０ 顎関節脱臼非観血的整復術 410点

Ｋ４３１ 顎関節脱臼観血的手術 26,210点

Ｋ４３２ 上顎骨折非観血的整復術 1,570点

Ｋ４３３ 上顎骨折観血的手術 16,400点

Ｋ４３４ 顔面多発骨折観血的手術 39,700点

Ｋ４３４－２ 顔面多発骨折変形治癒矯正術 47,630点

Ｋ４３５ 術後性上顎嚢胞摘出術 6,660点
のう

Ｋ４３６ 顎骨腫瘍摘出術

１ 長径３センチメートル未満 2,820点

２ 長径３センチメートル以上 13,390点

Ｋ４３７ 下顎骨部分切除術 16,780点

Ｋ４３８ 下顎骨離断術 32,560点

Ｋ４３９ 下顎骨悪性腫瘍手術

１ 切除 40,360点

２ 切断（おとがい部を含むもの） 79,270点

３ 切断（その他のもの） 64,590点

Ｋ４４０ 上顎骨切除術 15,310点

Ｋ４４１ 上顎骨全摘術 42,590点

Ｋ４４２ 上顎骨悪性腫瘍手術

１ 掻爬 9,160点
そう は

２ 切除 34,420点

３ 全摘 68,480点

Ｋ４４３ 上顎骨形成術

１ 単純な場合 27,880点

２ 複雑な場合及び２次的再建の場合 45,510点

３ 骨移動を伴う場合 72,900点

注１ １について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する

。

２ ３については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

Ｋ４４４ 下顎骨形成術

１ おとがい形成の場合 7,780点

２ 短縮又は伸長の場合 30,790点
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３ 再建の場合 51,120点

４ 骨移動を伴う場合 54,210点

注１ ２については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。

２ ４については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

Ｋ４４４－２ 下顎骨延長術

１ 片側 30,790点

２ 両側 47,550点

Ｋ４４５ 顎関節形成術 40,870点

Ｋ４４５－２ 顎関節人工関節全置換術 59,260点

Ｋ４４６ 顎関節授動術

１ 徒手的授動術

イ 単独の場合 440点

ロ パンピングを併用した場合 990点

ハ 関節腔洗浄療法を併用した場合 2,400点
くう

２ 顎関節鏡下授動術 10,520点

３ 開放授動術 25,100点

Ｋ４４７ 顎関節円板整位術

１ 顎関節鏡下円板整位術 22,100点

２ 開放円板整位術 27,300点

（唾液腺）

Ｋ４４８ がま腫切開術 820点

Ｋ４４９ 唾液腺膿瘍切開術 900点
のう

Ｋ４５０ 唾石摘出術（一連につき）

１ 表在性のもの 640点

２ 深在性のもの 3,770点

３ 腺体内に存在するもの 6,550点

注 ２又は３の場合であって内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する

。

Ｋ４５１ がま腫摘出術 7,140点

Ｋ４５２ 舌下腺腫瘍摘出術 7,180点

Ｋ４５３ 顎下腺腫瘍摘出術 9,640点

Ｋ４５４ 顎下腺摘出術 10,210点

Ｋ４５５ 顎下腺悪性腫瘍手術 33,010点

Ｋ４５６ 削除

Ｋ４５７ 耳下腺腫瘍摘出術

１ 耳下腺浅葉摘出術 27,210点

２ 耳下腺深葉摘出術 34,210点

Ｋ４５８ 耳下腺悪性腫瘍手術

１ 切除 33,010点

２ 全摘 44,020点

Ｋ４５９ 唾液腺管形成手術 13,630点

Ｋ４６０ 唾液腺管移動術

１ 上顎洞内へのもの 13,630点

２ 結膜嚢内へのもの 15,490点
のう

（甲状腺、副甲状腺（上皮小体））

Ｋ４６１ 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術

１ 片葉のみの場合 8,860点

２ 両葉の場合 10,760点

Ｋ４６１－２ 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術
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１ 片葉のみの場合 17,410点

２ 両葉の場合 25,210点

Ｋ４６２ バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉） 22,880点

Ｋ４６２－２ 内視鏡下バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉） 25,210点

Ｋ４６３ 甲状腺悪性腫瘍手術

１ 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの） 24,180点
けい

２ 切除（頸部外側区域郭清を伴うもの） 26,180点
けい

３ 全摘及び亜全摘（頸部外側区域郭清を伴わないもの） 33,790点
けい

４ 全摘及び亜全摘（片側頸部外側区域郭清を伴うもの） 35,790点
けい

５ 全摘及び亜全摘（両側頸部外側区域郭清を伴うもの） 36,790点
けい

Ｋ４６３－２ 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術

１ 切除 27,550点

２ 全摘及び亜全摘 37,160点

Ｋ４６４ 副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術

１ 副甲状腺（上皮小体）摘出術 15,680点

２ 副甲状腺（上皮小体）全摘術（一部筋肉移植） 33,790点

Ｋ４６４－２ 内視鏡下副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術 20,660点

Ｋ４６５ 副甲状腺（上皮小体）悪性腫瘍手術（広汎） 39,000点

（その他の頸部）
けい

Ｋ４６６ 斜角筋切断術 3,760点

Ｋ４６７ 頸瘻、頸嚢摘出術 13,710点
けいろう けいのう

Ｋ４６８ 頸肋切除術 15,240点
けいろく

Ｋ４６９ 頸部郭清術
けい

１ 片側 27,670点

２ 両側 37,140点

Ｋ４７０ 頸部悪性腫瘍手術 41,920点
けい

Ｋ４７１ 筋性斜頸手術 3,720点
けい

第７款 胸部

区分

（乳腺）

Ｋ４７２ 乳腺膿瘍切開術 980点
のう

Ｋ４７３ 削除

Ｋ４７４ 乳腺腫瘍摘出術

１ 長径５センチメートル未満 3,190点

２ 長径５センチメートル以上 6,730点

Ｋ４７４－２ 乳管腺葉区域切除術 12,820点

Ｋ４７４－３ 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（一連につき）

１ マンモグラフィー又は超音波装置によるもの 6,240点

２ ＭＲＩによるもの 8,210点

Ｋ４７５ 乳房切除術 6,040点

Ｋ４７５－２ 乳癌冷凍凝固摘出術 8,690点
がん

Ｋ４７６ 乳腺悪性腫瘍手術

１ 単純乳房切除術（乳腺全摘術） 14,820点

２ 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 28,210点
えき か

３ 乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 22,520点
えき か

４ 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））
えき か

42,350点

５ 乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの
えき か

42,350点
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６ 乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施するもの
えき か

42,350点

７ 拡大乳房切除術（胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの） 52,820点
ぼう か

８ 乳輪温存乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 27,810点
えき か

９ 乳輪温存乳房切除術（腋窩部郭清を伴うもの） 48,340点
えき か

注１ 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はイ

ンドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネ

ルリンパ節加算１として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に

用いた色素の費用は、算定しない。

２ 放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、

乳がんセンチネルリンパ節加算２として、3,000点を所定点数に加算する。ただ

し、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

Ｋ４７６－２ 陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術 7,350点

Ｋ４７６－３ 動脈（皮）弁及び筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）

１ 一次的に行うもの 49,120点

２ 二次的に行うもの 53,560点

Ｋ４７６－４ ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後） 25,000点

（胸壁）

Ｋ４７７ 胸壁膿瘍切開術 700点
のう

Ｋ４７８ 肋骨・胸骨カリエス又は肋骨骨髄炎手術 8,950点
ろつ ろつ

Ｋ４７９ 削除

Ｋ４８０ 胸壁冷膿瘍手術 7,810点
のう

Ｋ４８０－２ 流注膿瘍切開掻爬術 7,670点
のう そう は

Ｋ４８１ 肋骨骨折観血的手術 10,330点
ろつ

Ｋ４８２ 肋骨切除術
ろつ

１ 第１肋骨 16,900点
ろつ

２ その他の肋骨 5,160点
ろつ

Ｋ４８３ 胸骨切除術、胸骨骨折観血手術 12,120点

Ｋ４８４ 胸壁悪性腫瘍摘出術

１ 胸壁形成手術を併施するもの 56,000点

２ その他のもの 28,210点

Ｋ４８４－２ 胸骨悪性腫瘍摘出術

１ 胸壁形成手術を併施するもの 43,750点

２ その他のもの 28,210点

Ｋ４８５ 胸壁腫瘍摘出術 12,960点

Ｋ４８６ 胸壁瘻手術 23,520点
ろう

Ｋ４８７ 漏斗胸手術

１ 胸骨挙上法によるもの 28,210点

２ 胸骨翻転法によるもの 37,370点

３ 胸腔鏡によるもの 39,260点
くう

４ 胸骨挙上用固定具抜去術 5,680点

（胸腔、胸膜）
くう

Ｋ４８８ 試験開胸術 10,800点

Ｋ４８８－２ 試験的開胸開腹術 17,380点

Ｋ４８８－３ 胸腔鏡下試験開胸術 13,500点
くう

Ｋ４８８－４ 胸腔鏡下試験切除術 15,800点
くう

Ｋ４８９からＫ４９２まで 削除

Ｋ４９３ 骨膜外、胸膜外充填術 23,520点

Ｋ４９４ 胸腔内（胸膜内）血腫除去術 15,350点
くう
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Ｋ４９５ 削除

Ｋ４９６ 醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術
のう べん ち

１ １肺葉に相当する範囲以内のもの 26,340点

２ １肺葉に相当する範囲を超えるもの 33,150点

Ｋ４９６－２ 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 51,850点
くう のう べん ち

Ｋ４９６－３ 胸膜外肺剥皮術
はく

１ １肺葉に相当する範囲以内のもの 26,340点

２ １肺葉に相当する範囲を超えるもの 33,150点

Ｋ４９６－４ 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 32,690点
くう のう くうそう は

Ｋ４９６－５ 経皮的膿胸ドレナージ術 5,400点
のう

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ４９７ 膿胸腔有茎筋肉弁充填術 38,610点
のう くう

Ｋ４９７－２ 膿胸腔有茎大網充填術 57,100点
のう くう

Ｋ４９８ 胸郭形成手術（膿胸手術の場合）
のう

１ 肋骨切除を主とするもの 42,020点
ろつ

２ 胸膜胼胝切除を併施するもの 49,200点
べん ち

Ｋ４９９ 胸郭形成手術（肺切除後遺残腔を含む。） 16,540点
くう

Ｋ５００ 削除

Ｋ５０１ 乳糜胸手術 17,290点
び

Ｋ５０１－２ 胸腔・腹腔シャントバルブ設置術 12,530点
くう くう

Ｋ５０１－３ 胸腔鏡下胸管結紮術（乳糜胸手術） 15,230点
くう さつ び

（縦隔）

Ｋ５０２ 縦隔腫瘍、胸腺摘出術 38,850点

Ｋ５０２－２ 縦隔切開術

１ 頸部からのもの、経食道によるもの 6,390点
けい

２ 経胸腔によるもの、経腹によるもの 20,050点
くう

Ｋ５０２－３ 胸腔鏡下縦隔切開術 31,300点
くう

Ｋ５０２－４ 拡大胸腺摘出術 36,000点

注 重症筋無力症に対して実施された場合に限り算定する。

Ｋ５０２－５ 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術 58,950点
くう

注 重症筋無力症に対して実施された場合に限り算定する。

Ｋ５０３ 縦隔郭清術 37,010点

Ｋ５０４ 縦隔悪性腫瘍手術

１ 単純摘出 38,850点

２ 広汎摘出 58,820点

Ｋ５０４－２ 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 58,950点
くう

（気管支、肺）

Ｋ５０５及びＫ５０６ 削除

Ｋ５０７ 肺膿瘍切開排膿術 31,030点
のう のう

Ｋ５０８ 気管支狭窄拡張術（気管支鏡によるもの） 10,150点
さく

Ｋ５０８－２ 気管・気管支ステント留置術

１ 硬性鏡によるもの 11,400点

２ 軟性鏡によるもの 8,960点

Ｋ５０８－３ 気管支熱形成術 10,150点

Ｋ５０９ 気管支異物除去術

１ 直達鏡によるもの 9,260点

２ 開胸手術によるもの 45,650点

Ｋ５０９－２ 気管支肺胞洗浄術 4,800点

注 成人の肺胞蛋白症に対して治療の目的で行われた場合に限り算定する。
たん
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Ｋ５０９－３ 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術 10,000点

Ｋ５０９－４ 気管支瘻孔閉鎖術 9,130点
ろう

Ｋ５１０ 気管支腫瘍摘出術（気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの） 8,040点

Ｋ５１０－２ 光線力学療法

１ 早期肺がん（０期又は１期に限る。）に対するもの 10,450点

２ その他のもの 10,450点

Ｋ５１０－３ 気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術 12,020点
しやく

Ｋ５１１ 肺切除術

１ 楔状部分切除 27,520点
けつ

２ 区域切除（１肺葉に満たないもの） 58,430点

３ 肺葉切除 58,350点

４ 複合切除（１肺葉を超えるもの） 64,850点

５ １側肺全摘 59,830点

６ 気管支形成を伴う肺切除 76,230点

Ｋ５１２ 削除

Ｋ５１３ 胸腔鏡下肺切除術
くう

１ 肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの） 39,830点
のう けつ

２ 部分切除 45,300点

３ 区域切除 72,600点

４ 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの 81,000点

Ｋ５１３－２ 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 58,950点
くう

Ｋ５１３－３ 胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術 58,950点
くう

Ｋ５１３－４ 胸腔鏡下肺縫縮術 53,130点
くう

Ｋ５１４ 肺悪性腫瘍手術

１ 部分切除 60,350点

２ 区域切除 69,250点

３ 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの 72,640点

４ 肺全摘 72,640点

５ 隣接臓器合併切除を伴う肺切除 78,400点

６ 気管支形成を伴う肺切除 80,460点

７ 気管分岐部切除を伴う肺切除 124,860点

８ 気管分岐部再建を伴う肺切除 127,130点

９ 胸膜肺全摘 92,000点

10 壁側・臓側胸膜全切除（横隔膜、心膜合併切除を伴うもの） 105,000点

注 ９及び10については、悪性びまん性胸膜中皮腫に対して実施した場合に限り算定

する。

Ｋ５１４－２ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術
くう

１ 部分切除 60,170点

２ 区域切除 72,640点

３ 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの 92,000点

Ｋ５１４－３ 移植用肺採取術（死体）（両側） 63,200点

注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

Ｋ５１４－４ 同種死体肺移植術 139,230点

注１ 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

２ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を

所定点数に加算する。

３ 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算

する。

Ｋ５１４－５ 移植用部分肺採取術（生体） 60,750点
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注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

Ｋ５１４－６ 生体部分肺移植術 130,260点

注１ 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養

上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

２ 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

３ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を

所定点数に加算する。

４ 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算

する。

Ｋ５１５ 肺剥皮術 32,600点
はく

Ｋ５１６ 気管支瘻閉鎖術 59,170点
ろう

Ｋ５１７ 肺縫縮術 28,220点

Ｋ５１８ 気管支形成手術

１ 楔状切除術 64,030点
けつ

２ 輪状切除術 66,010点

Ｋ５１９ 先天性気管狭窄症手術 146,950点
さく

（食道）

Ｋ５２０ 食道縫合術（穿孔、損傷）
せん

１ 頸部手術 17,070点
けい

２ 開胸手術 28,210点

３ 開腹手術 17,750点

４ 内視鏡によるもの 10,300点

Ｋ５２１ 食道周囲膿瘍切開誘導術
のう

１ 開胸手術 28,210点

２ 胸骨切開によるもの 23,290点

３ その他のもの（頸部手術を含む。） 7,920点
けい

Ｋ５２２ 食道狭窄拡張術
さく

１ 内視鏡によるもの 9,450点

２ 食道ブジー法 2,950点

３ 拡張用バルーンによるもの 12,480点

注 短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第１回目の実施日に１回に限り

算定する。

Ｋ５２２－２ 食道ステント留置術 6,300点

Ｋ５２２－３ 食道空置バイパス作成術 65,900点

Ｋ５２３ 食道異物摘出術

１ 頸部手術によるもの 27,890点
けい

２ 開胸手術によるもの 28,210点

３ 開腹手術によるもの 27,720点

Ｋ５２３－２ 硬性内視鏡下食道異物摘出術 5,360点

注 硬性内視鏡下食道異物摘出術と併せて行った、区分番号Ｋ３６９に掲げる咽頭異

物摘出術（２に限る。）及び区分番号Ｋ６５３－３に掲げる内視鏡的食道及び胃内

異物摘出術の費用は所定点数に含まれる。

Ｋ５２４ 食道憩室切除術

１ 頸部手術によるもの 24,730点
けい

２ 開胸によるもの 34,570点

Ｋ５２４－２ 胸腔鏡下食道憩室切除術 39,930点
くう

Ｋ５２４－３ 腹腔鏡下食道憩室切除術 39,930点
くう

Ｋ５２５ 食道切除再建術

１ 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 77,040点
けい
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２ 胸部、腹部の操作によるもの 69,690点

３ 腹部の操作によるもの 51,420点

Ｋ５２５－２ 胸壁外皮膚管形成吻合術
ふん

１ 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 77,040点
けい

２ 胸部、腹部の操作によるもの 69,690点

３ 腹部の操作によるもの 51,420点

４ バイパスのみ作成する場合 45,230点

Ｋ５２５－３ 非開胸食道抜去術（消化管再建手術を併施するもの） 69,690点

Ｋ５２６ 食道腫瘍摘出術

１ 内視鏡によるもの 8,480点

２ 開胸又は開腹手術によるもの 37,550点

３ 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの 50,250点
くう くう

Ｋ５２６－２ 内視鏡的食道粘膜切除術

１ 早期悪性腫瘍粘膜切除術 8,840点

２ 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 22,100点
はく

Ｋ５２６－３ 内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法 12,950点

Ｋ５２６－４ 内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法 22,100点

Ｋ５２７ 食道悪性腫瘍手術（単に切除のみのもの）

１ 頸部食道の場合 47,530点
けい

２ 胸部食道の場合 56,950点

Ｋ５２７－２ 食道切除術（単に切除のみのもの） 46,100点

Ｋ５２８ 先天性食道閉鎖症根治手術 64,820点

Ｋ５２８－２ 先天性食道狭窄症根治手術 51,220点
さく

Ｋ５２８－３ 胸腔鏡下先天性食道閉鎖症根治手術 76,320点
くう

Ｋ５２９ 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）

１ 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 122,540点
けい

２ 胸部、腹部の操作によるもの 101,490点

３ 腹部の操作によるもの 69,840点

注１ 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。

２ 血行再建を併せて行った場合には、3,000点を所定点数に加算する。

Ｋ５２９－２ 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術
くう

１ 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 133,240点
けい

２ 胸部、腹部の操作によるもの 109,190点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。

Ｋ５２９－３ 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 109,240点

Ｋ５３０ 食道アカラシア形成手術 32,710点

Ｋ５３０－２ 腹腔鏡下食道アカラシア形成手術 44,500点
くう

Ｋ５３０－３ 内視鏡下筋層切開術 11,340点

Ｋ５３１ 食道切除後２次的再建術

１ 皮弁形成によるもの 43,920点

２ 消化管利用によるもの 64,300点

Ｋ５３２ 食道・胃静脈瘤手術
りゆう

１ 血行遮断術を主とするもの 37,620点

２ 食道離断術を主とするもの 37,620点

Ｋ５３２－２ 食道静脈瘤手術（開腹） 34,240点
りゆう

Ｋ５３２－３ 腹腔鏡下食道静脈瘤手術（胃上部血行遮断術） 49,800点
くう りゆう

Ｋ５３３ 食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡によるもの）（一連として） 8,990点
りゆう

Ｋ５３３－２ 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 8,990点
りゆう さつ

（横隔膜）
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Ｋ５３４ 横隔膜縫合術

１ 経胸又は経腹 33,460点

２ 経胸及び経腹 40,910点

Ｋ５３４－２ 横隔膜レラクサチオ手術

１ 経胸又は経腹 27,890点

２ 経胸及び経腹 37,620点

Ｋ５３４－３ 胸腔鏡下（腹腔鏡下を含む。）横隔膜縫合術 31,990点
くう くう

Ｋ５３４－４ 腹腔鏡下横隔膜電極植込術 42,180点
くう

Ｋ５３５ 胸腹裂孔ヘルニア手術

１ 経胸又は経腹 29,560点

２ 経胸及び経腹 39,040点

Ｋ５３６ 後胸骨ヘルニア手術 27,380点

Ｋ５３７ 食道裂孔ヘルニア手術

１ 経胸又は経腹 27,380点

２ 経胸及び経腹 38,290点

Ｋ５３７－２ 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 42,180点
くう

第８款 心・脈管

区分

（心、心膜、肺動静脈、冠血管等）

Ｋ５３８ 心膜縫合術 9,180点

Ｋ５３８－２ 心筋縫合止血術（外傷性） 11,800点

Ｋ５３９ 心膜切開術 9,420点

Ｋ５３９－２ 心膜嚢胞、心膜腫瘍切除術 15,240点
のう

Ｋ５３９－３ 胸腔鏡下心膜開窓術 16,540点
くう

Ｋ５４０ 収縮性心膜炎手術 51,650点

Ｋ５４１ 試験開心術 24,700点

Ｋ５４２ 心腔内異物除去術 39,270点
くう

Ｋ５４３ 心房内血栓除去術 39,270点

Ｋ５４４ 心腫瘍摘出術、心腔内粘液腫摘出術
くう

１ 単独のもの 60,600点

２ 冠動脈血行再建術（１吻合）を伴うもの 77,770点
ふん

３ 冠動脈血行再建術（２吻合以上）を伴うもの 91,910点
ふん

Ｋ５４５ 開胸心臓マッサージ 9,400点

Ｋ５４６ 経皮的冠動脈形成術

１ 急性心筋梗塞に対するもの 36,000点

２ 不安定狭心症に対するもの 22,000点

３ その他のもの 19,300点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５４７ 経皮的冠動脈粥腫切除術 28,280点
じゆく

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５４８ 経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）

１ 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの 24,720点

２ エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの 24,720点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５４９ 経皮的冠動脈ステント留置術

１ 急性心筋梗塞に対するもの 34,380点

２ 不安定狭心症に対するもの 24,380点

３ その他のもの 21,680点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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Ｋ５５０ 冠動脈内血栓溶解療法 17,720点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５５０－２ 経皮的冠動脈血栓吸引術 19,640点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５５１ 冠動脈形成術（血栓内膜摘除）

１ １箇所のもの 76,550点

２ ２箇所以上のもの 79,860点

Ｋ５５２ 冠動脈、大動脈バイパス移植術

１ １吻合のもの 71,570点
ふん

２ ２吻合以上のもの 89,250点
ふん

注 冠動脈形成術（血栓内膜摘除）を併せて行った場合は、10,000点を加算する。

Ｋ５５２－２ 冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）

１ １吻合のもの 71,570点
ふん

２ ２吻合以上のもの 91,350点
ふん

注 冠動脈形成術（血栓内膜摘除）を併せて行った場合は、10,000点を加算する。

Ｋ５５３ 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）
りゆう

１ 単独のもの 63,390点

２ 冠動脈血行再建術（１吻合）を伴うもの 80,060点
ふん

３ 冠動脈血行再建術（２吻合以上）を伴うもの 100,200点
ふん

Ｋ５５３－２ 左室形成術、心室中隔穿孔閉鎖術、左室自由壁破裂修復術
せん

１ 単独のもの 114,300点

２ 冠動脈血行再建術（１吻合）を伴うもの 147,890点
ふん

３ 冠動脈血行再建術（２吻合以上）を伴うもの 167,180点
ふん

Ｋ５５４ 弁形成術

１ １弁のもの 79,860点

２ ２弁のもの 93,170点

３ ３弁のもの 106,480点

Ｋ５５４－２ 胸腔鏡下弁形成術
くう

１ １弁のもの 109,860点

２ ２弁のもの 123,170点

Ｋ５５５ 弁置換術

１ １弁のもの 85,500点

２ ２弁のもの 100,200点

３ ３弁のもの 114,510点

注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換

術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

Ｋ５５５－２ 経カテーテル大動脈弁置換術

１ 経心尖大動脈弁置換術 61,530点
せん

２ 経皮的大動脈弁置換術 39,060点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５５５－３ 胸腔鏡下弁置換術
くう

１ １弁のもの 115,500点

２ ２弁のもの 130,200点

注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換

術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

Ｋ５５６ 大動脈弁狭窄直視下切開術 42,940点
さく

Ｋ５５６－２ 経皮的大動脈弁拡張術 37,430点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５５７ 大動脈弁上狭窄手術 71,570点
さく
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Ｋ５５７－２ 大動脈弁下狭窄切除術（線維性、筋肥厚性を含む。） 78,260点
さく

Ｋ５５７－３ 弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術 157,840点

注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換

術加算として、所定点数に区分番号Ｋ５５５弁置換術の所定点数の100分の50に相

当する点数を加算する。

Ｋ５５７－４ ダムス・ケー・スタンセル（ＤＫＳ）吻合を伴う大動脈狭窄症手術 115,750点
ふん さく

Ｋ５５８ ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術） 192,920点

Ｋ５５９ 閉鎖式僧帽弁交連切開術 38,450点

Ｋ５５９－２ 経皮的僧帽弁拡張術 34,930点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５５９－３ 経皮的僧帽弁クリップ術 34,930点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５６０ 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）
りゆう ふん

１ 上行大動脈

イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの 114,510点

ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 128,820点

ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術 148,860点

ニ その他のもの 100,200点

２ 弓部大動脈 114,510点

３ 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術

イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの 187,370点

ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 210,790点

ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術 243,580点

ニ その他のもの 171,760点

４ 下行大動脈 89,250点

５ 胸腹部大動脈 249,750点

６ 腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの） 59,080点

７ 腹部大動脈（その他のもの） 52,000点

注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換

術加算として、所定点数に区分番号Ｋ５５５弁置換術の所定点数の100分の50に相

当する点数を加算する。

Ｋ５６０－２ オープン型ステントグラフト内挿術

１ 弓部大動脈 114,510点

２ 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術

イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの 187,370点

ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 210,790点

ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術 243,580点

ニ その他のもの 171,760点

３ 下行大動脈 89,250点

Ｋ５６１ ステントグラフト内挿術

１ 血管損傷の場合 43,830点

２ １以外の場合

イ 胸部大動脈 56,560点

ロ 腹部大動脈 49,440点

ハ 腸骨動脈 43,830点

Ｋ５６２ 動脈管開存症手術

１ 経皮的動脈管開存閉鎖術 22,780点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

２ 動脈管開存閉鎖術（直視下） 22,000点
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Ｋ５６２－２ 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術 27,400点
くう

Ｋ５６３ 肺動脈絞扼術 39,410点
やく

Ｋ５６４ 血管輪又は重複大動脈弓離断手術 43,150点

Ｋ５６５ 巨大側副血管手術（肺内肺動脈統合術） 94,420点

Ｋ５６６ 体動脈肺動脈短絡手術（ブラロック手術、ウォーターストン手術） 44,670点

Ｋ５６７ 大動脈縮窄（離断）症手術
さく

１ 単独のもの 57,250点

２ 心室中隔欠損症手術を伴うもの 100,200点

３ 複雑心奇形手術を伴うもの 173,620点

Ｋ５６７－２ 経皮的大動脈形成術 37,430点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

Ｋ５６８ 大動脈肺動脈中隔欠損症手術

１ 単独のもの 80,840点

２ 心内奇形手術を伴うもの 97,690点

Ｋ５６９ 三尖弁手術（エプスタイン氏奇形、ウール氏病手術） 103,640点
せん

Ｋ５７０ 肺動脈狭窄症、純型肺動脈弁閉鎖症手術
さく

１ 肺動脈弁切開術（単独のもの） 35,750点

２ 右室流出路形成又は肺動脈形成を伴うもの 74,460点

Ｋ５７０－２ 経皮的肺動脈弁拡張術 34,410点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５７０－３ 経皮的肺動脈形成術 31,280点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

Ｋ５７０－４ 経皮的肺動脈穿通・拡大術 35,080点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５７１ 肺静脈還流異常症手術

１ 部分肺静脈還流異常 50,970点

２ 総肺静脈還流異常

イ 心臓型 109,310点

ロ その他のもの 129,310点

Ｋ５７２ 肺静脈形成術 58,930点

Ｋ５７３ 心房中隔欠損作成術

１ 経皮的心房中隔欠損作成術（ラシュキンド法） 16,090点

２ 心房中隔欠損作成術 36,900点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５７４ 心房中隔欠損閉鎖術

１ 単独のもの 39,130点

２ 肺動脈弁狭窄を合併するもの 45,130点
さく

Ｋ５７４－２ 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 31,850点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５７４－３ 経皮的卵円孔開存閉鎖術 31,850点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５７５ 三心房心手術 68,940点

Ｋ５７６ 心室中隔欠損閉鎖術

１ 単独のもの 52,320点

２ 肺動脈絞扼術後肺動脈形成を伴うもの 65,830点
やく

３ 大動脈弁形成を伴うもの 66,060点

４ 右室流出路形成を伴うもの 71,570点

Ｋ５７７ バルサルバ洞動脈瘤手術
りゆう

１ 単独のもの 71,570点
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２ 大動脈閉鎖不全症手術を伴うもの 85,880点

Ｋ５７８ 右室二腔症手術 80,490点
くう

Ｋ５７９ 不完全型房室中隔欠損症手術

１ 心房中隔欠損パッチ閉鎖術（単独のもの） 60,330点

２ 心房中隔欠損パッチ閉鎖術及び弁形成術を伴うもの 66,060点

Ｋ５７９－２ 完全型房室中隔欠損症手術

１ 心房及び心室中隔欠損パッチ閉鎖術を伴うもの 107,350点

２ ファロー四徴症手術を伴うもの 192,920点

Ｋ５８０ ファロー四徴症手術

１ 右室流出路形成術を伴うもの 71,000点

２ 末梢肺動脈形成術を伴うもの 94,060点
しよう

Ｋ５８１ 肺動脈閉鎖症手術

１ 単独のもの 100,200点

２ ラステリ手術を伴うもの 173,620点

３ 巨大側副血管術を伴うもの 231,500点

注 ２については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再

置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の

100分の50に相当する点数を加算する。

Ｋ５８２ 両大血管右室起始症手術

１ 単独のもの 85,880点

２ 右室流出路形成を伴うもの 128,820点

３ 心室中隔欠損閉鎖術及び大血管血流転換を伴うもの（タウシッヒ・ビング奇形手

術） 192,920点

Ｋ５８３ 大血管転位症手術

１ 心房内血流転換手術（マスタード・セニング手術） 114,510点

２ 大血管血流転換術（ジャテーン手術） 144,690点

３ 心室中隔欠損閉鎖術を伴うもの 173,620点

４ ラステリ手術を伴うもの 154,330点

注 ４については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再

置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の

100分の50に相当する点数を加算する。

Ｋ５８４ 修正大血管転位症手術

１ 心室中隔欠損パッチ閉鎖術 85,790点

２ 根治手術（ダブルスイッチ手術） 201,630点

注 ２については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再

置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の

100分の50に相当する点数を加算する。

Ｋ５８５ 総動脈幹症手術 143,860点

Ｋ５８６ 単心室症又は三尖弁閉鎖症手術
せん

１ 両方向性グレン手術 71,570点

２ フォンタン手術 85,880点

３ 心室中隔造成術 181,350点

注 ２については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再

置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の

100分の50に相当する点数を加算する。

Ｋ５８７ 左心低形成症候群手術（ノルウッド手術） 179,310点

Ｋ５８８ 冠動静脈瘻開胸的遮断術 53,240点
ろう

Ｋ５８９ 冠動脈起始異常症手術 85,880点

Ｋ５９０ 心室憩室切除術 76,710点

255



Ｋ５９１ 心臓脱手術 113,400点

Ｋ５９２ 肺動脈塞栓除去術 48,880点

Ｋ５９２－２ 肺動脈血栓内膜摘除術 135,040点

Ｋ５９３ 肺静脈血栓除去術 39,270点

Ｋ５９４ 不整脈手術

１ 副伝導路切断術 89,250点

２ 心室頻拍症手術 147,890点

３ メイズ手術 98,640点

４ 左心耳閉鎖術

イ 開胸手術によるもの 37,800点

ロ 経カテーテル的手術によるもの 34,930点

注１ ４のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合であ

って、区分番号Ｋ５５２、Ｋ５５２－２、Ｋ５５４、Ｋ５５５、Ｋ５５７からＫ

５５７－３まで、Ｋ５６０及びＫ５９４の３に掲げる手術と併せて実施した場合

に限り算定する。

２ ４のロについては、手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５９４－２ 肺静脈隔離術 72,230点

Ｋ５９５ 経皮的カテーテル心筋焼灼術
しやく

１ 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 40,760点
せん

２ その他のもの 34,370点

注１ 三次元カラーマッピング下で行った場合には、三次元カラーマッピング加算と

して、17,000点を所定点数に加算する。

２ 磁気ナビゲーション法により行った場合は、磁気ナビゲーション加算として、

5,000点を所定点数に加算する。

３ 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

Ｋ５９５－２ 経皮的中隔心筋焼灼術 24,390点
しやく

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ５９６ 体外ペースメーキング術 3,370点

Ｋ５９７ ペースメーカー移植術

１ 心筋電極の場合 15,060点

２ 経静脈電極の場合 9,520点

３ リードレスペースメーカーの場合 9,520点

Ｋ５９７－２ ペースメーカー交換術 4,000点

Ｋ５９７－３ 植込型心電図記録計移植術 1,260点

Ｋ５９７－４ 植込型心電図記録計摘出術 840点

Ｋ５９８ 両心室ペースメーカー移植術

１ 心筋電極の場合 31,510点

２ 経静脈電極の場合 31,510点

Ｋ５９８－２ 両心室ペースメーカー交換術

１ 心筋電極の場合 5,000点

２ 経静脈電極の場合 5,000点

Ｋ５９９ 植込型除細動器移植術

１ 心筋リードを用いるもの 31,510点

２ 経静脈リードを用いるもの 31,510点

３ 皮下植込型リードを用いるもの 24,310点

Ｋ５９９－２ 植込型除細動器交換術

１ 心筋リードを用いるもの 7,200点

２ その他のもの 7,200点

Ｋ５９９－３ 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術
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１ 心筋電極の場合 35,200点

２ 経静脈電極の場合 35,200点

注 両室ペーシング機能付き植込型除細動器の移植術を行った場合に算定する。

Ｋ５９９－４ 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術

１ 心筋電極の場合 7,200点

２ 経静脈電極の場合 7,200点

注 両室ペーシング機能付き植込型除細動器の交換術を行った場合に算定する。

Ｋ５９９－５ 経静脈電極抜去術

１ レーザーシースを用いるもの 28,600点

２ レーザーシースを用いないもの 22,210点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ６００ 大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法）（１日につき）

１ 初日 8,780点

２ ２日目以降 3,680点

注 挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ６０１ 人工心肺（１日につき）

１ 初日 30,150点

２ ２日目以降 3,000点

注１ 初日に、補助循環、選択的冠灌流又は逆行性冠灌流を併せて行った場合には、
かん かん

4,800点を所定点数に加算する（主たるもののみを算定する。）。

２ 初日に選択的脳灌流を併せて行った場合は、7,000点を所定点数に加算する。
かん

３ カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。

Ｋ６０２ 経皮的心肺補助法（１日につき）

１ 初日 11,100点

２ ２日目以降 3,120点

Ｋ６０２－２ 経皮的循環補助法（ポンプカテーテルを用いたもの）（１日につき）

１ 初日 11,100点

２ ２日目以降 3,680点

Ｋ６０３ 補助人工心臓（１日につき）

１ 初日 54,370点

２ ２日目以降30日目まで 5,000点

３ 31日目以降 4,000点

Ｋ６０３－２ 小児補助人工心臓（１日につき）

１ 初日 63,150点

２ ２日目以降30日目まで 8,680点

３ 31日目以降 7,680点

Ｋ６０４ 削除

Ｋ６０４－２ 植込型補助人工心臓（非拍動流型）

１ 初日（１日につき） 58,500点

２ ２日目以降30日目まで（１日につき） 5,000点

３ 31日目以降90日目まで（１日につき） 2,780点

４ 91日目以降（１日につき） 1,800点

Ｋ６０５ 移植用心採取術 62,720点

注 心提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

Ｋ６０５－２ 同種心移植術 192,920点

注１ 心移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

２ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を

所定点数に加算する。

Ｋ６０５－３ 移植用心肺採取術 100,040点
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注 心肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

Ｋ６０５－４ 同種心肺移植術 286,010点

注１ 心肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

２ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を

所定点数に加算する。

Ｋ６０５－５ 骨格筋由来細胞シート心表面移植術 9,420点

（動脈）

Ｋ６０６ 血管露出術 530点

Ｋ６０７ 血管結紮術
さつ

１ 開胸又は開腹を伴うもの 12,660点

２ その他のもの 4,500点

Ｋ６０７－２ 血管縫合術（簡単なもの） 3,760点

Ｋ６０７－３ 上腕動脈表在化法 5,000点

Ｋ６０８ 動脈塞栓除去術

１ 開胸又は開腹を伴うもの 28,560点

２ その他のもの（観血的なもの） 11,180点

Ｋ６０８－２ 削除

Ｋ６０８－３ 内シャント血栓除去術 3,130点

Ｋ６０９ 動脈血栓内膜摘出術

１ 大動脈に及ぶもの 40,950点

２ 内頸動脈 43,880点
けい

３ その他のもの 28,450点

Ｋ６０９－２ 経皮的頸動脈ステント留置術 34,740点
けい

注１ 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

２ 内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。
けい けい

Ｋ６１０ 動脈形成術、吻合術
ふん

１ 頭蓋内動脈 99,700点

２ 胸腔内動脈（大動脈を除く。） 52,570点
くう

３ 腹腔内動脈（大動脈を除く。） 47,790点
くう

４ 指（手、足）の動脈 18,400点

５ その他の動脈 21,700点

Ｋ６１０－２ 脳新生血管造成術 52,550点

Ｋ６１０－３ 削除

Ｋ６１０－４ 四肢の血管吻合術 18,080点
ふん

Ｋ６１０－５ 血管吻合術及び神経再接合術（上腕動脈、正中神経及び尺骨神経） 18,080点
ふん

Ｋ６１１ 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
くう

１ 開腹して設置した場合 17,940点

２ 四肢に設置した場合 16,250点

３ 頭頸部その他に設置した場合 16,640点
けい

Ｋ６１２ 末梢動静脈瘻造設術
しよう ろう

１ 内シャント造設術

イ 単純なもの 12,080点

ロ 静脈転位を伴うもの 15,300点

２ その他のもの 7,760点

Ｋ６１３ 腎血管性高血圧症手術（経皮的腎血管拡張術） 31,840点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

Ｋ６１４ 血管移植術、バイパス移植術

１ 大動脈 70,700点

２ 胸腔内動脈 64,050点
くう
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３ 腹腔内動脈 56,560点
くう

４ 頭、頸部動脈 55,050点
けい

５ 下腿、足部動脈 62,670点
たい

６ 膝窩動脈 42,500点
しつ か

７ その他の動脈 30,290点

Ｋ６１５ 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）
くう くう

１ 止血術 23,110点

２ 選択的動脈化学塞栓術 20,040点

３ その他のもの 18,620点

Ｋ６１５－２ 経皮的大動脈遮断術 1,660点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

Ｋ６１６ 四肢の血管拡張術・血栓除去術 22,590点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ６１６－２ 頸動脈球摘出術 10,800点
けい

Ｋ６１６－３ 経皮的胸部血管拡張術（先天性心疾患術後に限る。） 24,550点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

Ｋ６１６－４ 経皮的シャント拡張術・血栓除去術

１ 初回 12,000点

２ １の実施後３月以内に実施する場合 12,000点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ６１６－５ 経皮的血管内異物除去術 14,000点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ６１６－６ 経皮的下肢動脈形成術 24,270点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

（静脈）

Ｋ６１７ 下肢静脈瘤手術
りゆう

１ 抜去切除術 10,200点

２ 硬化療法（一連として） 1,720点

３ 高位結紮術 3,130点
さつ

Ｋ６１７－２ 大伏在静脈抜去術 10,200点

Ｋ６１７－３ 静脈瘤切除術（下肢以外） 1,820点
りゆう

Ｋ６１７－４ 下肢静脈瘤血管内焼灼術 10,200点
りゆう しやく

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ６１７－５ 内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術 10,200点
りゆう せん

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ６１７－６ 下肢静脈瘤血管内塞栓術 14,360点
りゆう

Ｋ６１８ 中心静脈注射用植込型カテーテル設置

１ 四肢に設置した場合 10,500点

２ 頭頸部その他に設置した場合 10,800点
けい

注１ ６歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。

２ 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に

含まれるものとする。

Ｋ６１９ 静脈血栓摘出術

１ 開腹を伴うもの 22,070点

２ その他のもの（観血的なもの） 13,100点

Ｋ６１９－２ 総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術 32,100点

Ｋ６２０ 下大静脈フィルター留置術 10,160点

Ｋ６２０－２ 下大静脈フィルター除去術 6,490点

Ｋ６２１ 門脈体循環静脈吻合術（門脈圧亢進症手術） 40,650点
ふん こう
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Ｋ６２２ 胸管内頸静脈吻合術 37,620点
けい ふん

Ｋ６２３ 静脈形成術、吻合術
ふん

１ 胸腔内静脈 25,200点
くう

２ 腹腔内静脈 25,200点
くう

３ その他の静脈 16,140点

Ｋ６２３－２ 脾腎静脈吻合術 21,220点
ひ ふん

（リンパ管、リンパ節）

Ｋ６２４ 削除

Ｋ６２５ リンパ管腫摘出術

１ 長径５センチメートル未満 13,090点

２ 長径５センチメートル以上 16,390点

Ｋ６２６ リンパ節摘出術

１ 長径３センチメートル未満 1,200点

２ 長径３センチメートル以上 2,880点

Ｋ６２６－２ リンパ節膿瘍切開術 910点
のう

Ｋ６２７ リンパ節群郭清術

１ 顎下部又は舌下部（浅在性） 10,870点

２ 頸部（深在性） 24,090点
けい

３ 鎖骨上窩及び下窩 14,460点
か か

４ 腋窩 17,750点
えき か

５ 胸骨旁 23,190点
ぼう

６ 鼠径部及び股部 8,710点
そ

７ 後腹膜 41,380点

８ 骨盤 26,800点

Ｋ６２７－２ 腹腔鏡下リンパ節群郭清術
くう

１ 後腹膜 40,670点

２ 傍大動脈 35,500点

３ 骨盤 41,090点

注 １及び３については泌尿器がん（１については精巣がんに限る。）から、２につ

いては子宮体がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

Ｋ６２７－３ 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術 26,460点
くう

注 泌尿器がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

Ｋ６２７－４ 腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術 39,720点
くう

注 精巣がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

Ｋ６２８ リンパ管吻合術 34,450点
ふん

第９款 腹部

区分

（腹壁、ヘルニア）

Ｋ６２９ 削除

Ｋ６３０ 腹壁膿瘍切開術 1,270点
のう

Ｋ６３１ 腹壁瘻手術
ろう

１ 腹壁に限局するもの 1,820点

２ 腹腔に通ずるもの 10,050点
くう

Ｋ６３２ 腹壁腫瘍摘出術

１ 形成手術を必要としない場合 4,310点

２ 形成手術を必要とする場合 11,210点

Ｋ６３３ ヘルニア手術

１ 腹壁瘢痕ヘルニア 9,950点
はん

２ 半月状線ヘルニア、白線ヘルニア、腹直筋離開 6,200点
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３ 臍ヘルニア 4,200点
さい

４ 臍帯ヘルニア 18,810点
さい

５ 鼠径ヘルニア 6,000点
そ

６ 大腿ヘルニア 8,860点
たい

７ 腰ヘルニア 8,880点

８ 骨盤部ヘルニア（閉鎖孔ヘルニア、坐骨ヘルニア、会陰ヘルニア） 18,810点
ざ

９ 内ヘルニア 18,810点

Ｋ６３３－２ 腹腔鏡下ヘルニア手術
くう

１ 腹壁瘢痕ヘルニア 16,520点
はん

２ 大腿ヘルニア 18,550点
たい

３ 半月状線ヘルニア、白線ヘルニア 13,820点

４ 臍ヘルニア 11,420点
さい

５ 閉鎖孔ヘルニア 24,130点

Ｋ６３４ 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側） 22,960点
くう そ

（腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜）

Ｋ６３５ 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 4,990点
ろ

Ｋ６３５－２ 腹腔・静脈シャントバルブ設置術 6,730点
くう

Ｋ６３５－３ 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 12,000点
かん くう

Ｋ６３６ 試験開腹術 6,660点

Ｋ６３６－２ ダメージコントロール手術 12,340点

Ｋ６３６－３ 腹腔鏡下試験開腹術 11,320点
くう

Ｋ６３６－４ 腹腔鏡下試験切除術 11,320点
くう

Ｋ６３７ 限局性腹腔膿瘍手術
くうのう

１ 横隔膜下膿瘍 10,690点
のう

２ ダグラス窩膿瘍 5,710点
か のう

３ 虫垂周囲膿瘍 5,340点
のう

４ その他のもの 9,270点

Ｋ６３７－２ 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 10,800点
くうのう

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

Ｋ６３８ 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術 3,290点
のう のう

Ｋ６３９ 急性汎発性腹膜炎手術 14,400点

Ｋ６３９－２ 結核性腹膜炎手術 12,000点

Ｋ６３９－３ 腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 23,040点
くう

Ｋ６４０ 腸間膜損傷手術

１ 縫合、修復のみのもの 10,390点

２ 腸管切除を伴うもの 26,880点

Ｋ６４１ 大網切除術 8,720点

Ｋ６４２ 大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術

１ 腸切除を伴わないもの 14,290点

２ 腸切除を伴うもの 29,970点

Ｋ６４２－２ 腹腔鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 32,310点
くう

Ｋ６４２－３ 腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術 30,310点
くう

Ｋ６４３ 後腹膜悪性腫瘍手術 48,510点

Ｋ６４３－２ 腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術 50,610点
くう

Ｋ６４４ 臍腸管瘻手術
さい ろう

１ 腸管切除を伴わないもの 5,260点

２ 腸管切除を伴うもの 18,280点

Ｋ６４５ 骨盤内臓全摘術 120,980点

（胃、十二指腸）
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Ｋ６４６ 胃血管結紮術（急性胃出血手術） 11,360点
さつ

Ｋ６４７ 胃縫合術（大網充填術又は被覆術を含む。） 12,190点

Ｋ６４７－２ 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 23,940点
くう せん

Ｋ６４７－３ 内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 10,300点
せん ろう

Ｋ６４８ 胃切開術 11,140点

Ｋ６４９ 胃吊上げ固定術（胃下垂症手術）、胃捻転症手術 11,800点

Ｋ６４９－２ 腹腔鏡下胃吊上げ固定術（胃下垂症手術）、胃捻転症手術 22,320点
くう

Ｋ６５０ 削除

Ｋ６５１ 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 9,210点

Ｋ６５２ 胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術（開腹によるもの） 11,530点

Ｋ６５３ 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術

１ 早期悪性腫瘍粘膜切除術 6,460点

２ 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 18,370点
はく

３ 早期悪性腫瘍十二指腸粘膜下層剥離術 21,370点
はく

４ 早期悪性腫瘍ポリープ切除術 6,230点

５ その他のポリープ・粘膜切除術 5,200点

Ｋ６５３－２ 食道・胃内異物除去摘出術（マグネットカテーテルによるもの） 3,200点

Ｋ６５３－３ 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 3,250点

Ｋ６５３－４ 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法 6,460点

Ｋ６５３－５ 内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術 12,480点
さく

Ｋ６５４ 内視鏡的消化管止血術 4,600点

Ｋ６５４－２ 胃局所切除術 13,830点

Ｋ６５４－３ 腹腔鏡下胃局所切除術
くう

１ 内視鏡処置を併施するもの 28,500点

２ その他のもの 20,400点

Ｋ６５４－４ 腹腔鏡下十二指腸局所切除術（内視鏡処置を併施するもの） 30,000点
くう

Ｋ６５５ 胃切除術

１ 単純切除術 33,850点

２ 悪性腫瘍手術 55,870点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

Ｋ６５５－２ 腹腔鏡下胃切除術
くう

１ 単純切除術 45,470点

２ 悪性腫瘍手術 64,120点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

Ｋ６５５－３ 十二指腸窓（内方）憩室摘出術 26,910点

Ｋ６５５－４ 噴門側胃切除術

１ 単純切除術 40,170点

２ 悪性腫瘍切除術 71,630点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

Ｋ６５５－５ 腹腔鏡下噴門側胃切除術
くう

１ 単純切除術 54,010点

２ 悪性腫瘍切除術 75,730点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。

Ｋ６５６ 胃縮小術 28,210点

Ｋ６５６－２ 腹腔鏡下胃縮小術（スリーブ状切除によるもの） 40,050点
くう

Ｋ６５７ 胃全摘術

１ 単純全摘術 50,920点

２ 悪性腫瘍手術 69,840点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
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Ｋ６５７－２ 腹腔鏡下胃全摘術
くう

１ 単純全摘術 64,740点

２ 悪性腫瘍手術 83,090点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

Ｋ６５８ 削除

Ｋ６５９ 食道下部迷走神経切除術（幹迷切）

１ 単独のもの 13,600点

２ ドレナージを併施するもの 19,000点

３ 胃切除術を併施するもの 37,620点

Ｋ６５９－２ 腹腔鏡下食道下部迷走神経切断術（幹迷切） 30,570点
くう

Ｋ６６０ 食道下部迷走神経選択的切除術

１ 単独のもの 19,500点

２ ドレナージを併施するもの 28,210点

３ 胃切除術を併施するもの 37,620点

Ｋ６６０－２ 腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術 34,100点
くう

Ｋ６６１ 胃冠状静脈結紮及び切除術 17,400点
さつ

Ｋ６６２ 胃腸吻合術（ブラウン吻合を含む。） 16,010点
ふん ふん

Ｋ６６２－２ 腹腔鏡下胃腸吻合術 18,890点
くう ふん

Ｋ６６３ 十二指腸空腸吻合術 13,400点
ふん

Ｋ６６４ 胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。） 6,070点
ろう ろう くう ろう

Ｋ６６４－２ 経皮経食道胃管挿入術（ＰＴＥＧ） 14,610点

Ｋ６６４－３ 薬剤投与用胃瘻造設術 8,570点
ろう

Ｋ６６５ 胃瘻閉鎖術
ろう

１ 開腹又は腹腔鏡によるもの 12,040点
くう

２ 内視鏡によるもの 10,300点

Ｋ６６５－２ 胃瘻抜去術 2,000点
ろう

Ｋ６６６ 幽門形成術（粘膜外幽門筋切開術を含む。） 10,500点

Ｋ６６６－２ 腹腔鏡下幽門形成術 17,060点
くう

Ｋ６６７ 噴門形成術 16,980点

Ｋ６６７－２ 腹腔鏡下噴門形成術 37,620点
くう

Ｋ６６７－３ 削除

Ｋ６６８ 胃横断術（静脈瘤手術） 28,210点
りゆう

Ｋ６６８－２ バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 31,710点

（胆嚢、胆道）
のう

Ｋ６６９ 胆管切開術 12,460点

Ｋ６７０ 胆嚢切開結石摘出術 11,800点
のう

Ｋ６７１ 胆管切開結石摘出術（チューブ挿入を含む。）

１ 胆嚢摘出を含むもの 33,850点
のう

２ 胆嚢摘出を含まないもの 26,880点
のう

Ｋ６７１－２ 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術
くう

１ 胆嚢摘出を含むもの 39,890点
のう

２ 胆嚢摘出を含まないもの 33,610点
のう

Ｋ６７２ 胆嚢摘出術 27,670点
のう

Ｋ６７２－２ 腹腔鏡下胆嚢摘出術 21,500点
くう のう

Ｋ６７３ 胆管形成手術（胆管切除術を含む。） 37,620点

Ｋ６７４ 総胆管拡張症手術 59,490点

注 乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。

Ｋ６７４－２ 腹腔鏡下総胆管拡張症手術 110,000点
くう

注 乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。
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Ｋ６７５ 胆嚢悪性腫瘍手術
のう

１ 胆嚢に限局するもの（リンパ節郭清を含む。） 45,520点
のう

２ 肝切除（亜区域切除以上）を伴うもの 57,790点

３ 肝切除（葉以上）を伴うもの 77,450点

４ 膵頭十二指腸切除を伴うもの 101,590点
すい

５ 膵頭十二指腸切除及び肝切除（葉以上）を伴うもの 173,500点
すい

Ｋ６７６ 削除

Ｋ６７７ 胆管悪性腫瘍手術

１ 膵頭十二指腸切除及び肝切除（葉以上）を伴うもの 173,500点
すい

２ 膵頭十二指腸切除及び血行再建を伴うもの 104,800点
すい

３ その他のもの 84,700点

Ｋ６７７－２ 肝門部胆管悪性腫瘍手術

１ 血行再建あり 180,990点

２ 血行再建なし 101,090点

Ｋ６７８ 体外衝撃波胆石破砕術（一連につき） 16,300点

Ｋ６７９ 胆嚢胃（腸）吻合術 11,580点
のう ふん

Ｋ６８０ 総胆管胃（腸）吻合術 33,850点
ふん

Ｋ６８１ 胆嚢外瘻造設術 9,420点
のう ろう

Ｋ６８２ 胆管外瘻造設術
ろう

１ 開腹によるもの 14,760点

２ 経皮経肝によるもの 10,800点

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ６８２－２ 経皮的胆管ドレナージ術 10,800点

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ６８２－３ 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ） 10,800点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ６８２－４ 超音波内視鏡下瘻孔形成術（腹腔内膿瘍に対するもの） 25,570点
ろう くう のう

Ｋ６８３ 削除

Ｋ６８４ 先天性胆道閉鎖症手術 60,000点

Ｋ６８４－２ 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 119,200点
くう

Ｋ６８５ 内視鏡的胆道結石除去術

１ 胆道砕石術を伴うもの 14,300点

２ その他のもの 9,980点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点

を所定点数に加算する。

Ｋ６８６ 内視鏡的胆道拡張術 13,820点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点

を所定点数に加算する。

Ｋ６８７ 内視鏡的乳頭切開術

１ 乳頭括約筋切開のみのもの 11,270点

２ 胆道砕石術を伴うもの 24,550点

３ 胆道鏡下結石破砕術を伴うもの 31,700点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点

を所定点数に加算する。

Ｋ６８８ 内視鏡的胆道ステント留置術 11,540点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点

を所定点数に加算する。

Ｋ６８９ 経皮経肝胆管ステント挿入術 12,270点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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Ｋ６８９－２ 経皮経肝バルーン拡張術 12,270点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

（肝）

Ｋ６９０ 肝縫合術 19,140点

Ｋ６９１ 肝膿瘍切開術
のう

１ 開腹によるもの 11,860点

２ 開胸によるもの 12,520点

Ｋ６９１－２ 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 10,800点
のう

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ６９２ 肝嚢胞切開又は縫縮術 13,710点
のう

Ｋ６９２－２ 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 28,210点
くう のう

Ｋ６９３ 肝内結石摘出術（開腹） 28,210点

Ｋ６９４ 肝嚢胞、肝膿瘍摘出術 28,210点
のう のう

Ｋ６９５ 肝切除術

１ 部分切除

イ 単回の切除によるもの 38,040点

ロ 複数回の切除を要するもの 43,340点

２ 亜区域切除 56,280点

３ 外側区域切除 46,130点

４ １区域切除（外側区域切除を除く。） 60,700点

５ ２区域切除 76,210点

６ ３区域切除以上のもの 97,050点

７ ２区域切除以上であって、血行再建を伴うもの 126,230点

注 区分番号Ｋ６９７－２に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号Ｋ６９

７－３に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合には、局所穿
しやく せん

刺療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。

Ｋ６９５－２ 腹腔鏡下肝切除術
くう

１ 部分切除

イ 単回の切除によるもの 58,680点

ロ 複数回の切除を要するもの 63,680点

２ 外側区域切除 74,880点

３ 亜区域切除 108,820点

４ １区域切除（外側区域切除を除く。） 130,730点

５ ２区域切除 152,440点

６ ３区域切除以上のもの 174,090点

Ｋ６９６ 肝内胆管（肝管）胃（腸）吻合術 30,940点
ふん

Ｋ６９７ 肝内胆管外瘻造設術
ろう

１ 開腹によるもの 18,810点

２ 経皮経肝によるもの 10,800点

Ｋ６９７－２ 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法（一連として）

１ 腹腔鏡によるもの 18,710点
くう

２ その他のもの 17,410点

Ｋ６９７－３ 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）
しやく

１ ２センチメートル以内のもの

イ 腹腔鏡によるもの 16,300点
くう

ロ その他のもの 15,000点

２ ２センチメートルを超えるもの

イ 腹腔鏡によるもの 23,260点
くう

ロ その他のもの 21,960点
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注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加

算として、200点を所定点数に加算する。

Ｋ６９７－４ 移植用部分肝採取術（生体） 82,800点

注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

Ｋ６９７－５ 生体部分肝移植術 227,140点

注１ 生体部分肝を移植した場合は、生体部分肝の摘出のために要した提供者の療養

上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

２ 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

３ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を

所定点数に加算する。

Ｋ６９７－６ 移植用肝採取術（死体） 86,700点

注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

Ｋ６９７－７ 同種死体肝移植術 193,060点

注１ 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

２ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を

所定点数に加算する。

（膵）
すい

Ｋ６９８ 急性膵炎手術
すい

１ 感染性壊死部切除を伴うもの 49,390点

２ その他のもの 28,210点

Ｋ６９９ 膵結石手術
すい

１ 膵切開によるもの 28,210点
すい

２ 経十二指腸乳頭によるもの 28,210点

Ｋ６９９－２ 体外衝撃波膵石破砕術（一連につき） 19,300点
すい

注 破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合は、内視鏡的膵石除去加算として、
すい すい

一連につき１回に限り5,640点を所定点数に加算する。

Ｋ７００ 膵中央切除術 53,560点
すい

Ｋ７００－２ 膵腫瘍摘出術 26,100点
すい

Ｋ７００－３ 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 39,950点
くう すい

Ｋ７０１ 膵破裂縫合術 24,280点
すい

Ｋ７０２ 膵体尾部腫瘍切除術
すい

１ 膵尾部切除術の場合
すい

イ 脾同時切除の場合 24,000点
ひ

ロ 脾温存の場合 21,750点
ひ

２ リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 57,190点
そう

３ 周辺臓器（胃、結腸、腎、副腎等）の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合

52,730点

４ 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 55,870点

Ｋ７０２－２ 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
くう すい

１ 脾同時切除の場合 53,480点
ひ

２ 脾温存の場合 56,240点
ひ

Ｋ７０３ 膵頭部腫瘍切除術
すい

１ 膵頭十二指腸切除術の場合 81,620点
すい

２ リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の
そう すい

場合 86,810点

３ 周辺臓器（胃、結腸、腎、副腎等）の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合

86,810点

４ 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 131,230点

Ｋ７０３－２ 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術
くう すい
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１ 膵頭十二指腸切除術の場合 158,450点
すい

２ リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 173,640点
そう

Ｋ７０４ 膵全摘術 103,030点
すい

Ｋ７０５ 膵嚢胞胃（腸）バイパス術
すいのう

１ 内視鏡によるもの 13,820点

２ 開腹によるもの 31,310点

Ｋ７０６ 膵管空腸吻合術 37,620点
すい ふん

Ｋ７０７ 膵嚢胞外瘻造設術
すいのう ろう

１ 内視鏡によるもの 18,370点

２ 開腹によるもの 12,460点

Ｋ７０８ 膵管外瘻造設術 18,810点
すい ろう

Ｋ７０８－２ 膵管誘導手術 18,810点
すい

Ｋ７０８－３ 内視鏡的膵管ステント留置術 22,240点
すい

Ｋ７０９ 膵瘻閉鎖術 28,210点
すいろう

Ｋ７０９－２ 移植用膵採取術（死体） 77,240点
すい

注 膵提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
すい

Ｋ７０９－３ 同種死体膵移植術 112,570点
すい

注１ 臓器の移植に関する法律（平成９年法律第104号）第６条第２号に規定する脳

死した者の身体から採取された膵を除く死体膵を移植した場合は、移植臓器提供
すい すい

加算として、55,000点を所定点数に加算する。

２ 膵移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
すい

３ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を

所定点数に加算する。

Ｋ７０９－４ 移植用膵腎採取術（死体） 84,080点
すい

注 膵腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
すい

Ｋ７０９－５ 同種死体膵腎移植術 140,420点
すい

注１ 臓器の移植に関する法律第６条第２号に規定する脳死した者の身体から採取さ

れた膵腎を除く死体膵腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点
すい すい

を所定点数に加算する。

２ 膵腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
すい

３ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を

所定点数に加算する。

Ｋ７０９－６ 同種死体膵島移植術 56,490点
すい

注１ 臓器の移植に関する法律第６条第２号に規定する脳死した者の身体から採取さ

れた膵島を除く死体膵島を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点
すい すい

を所定点数に加算する。

２ 膵島移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
すい

３ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を

所定点数に加算する。

４ 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

（脾）
ひ

Ｋ７１０ 脾縫合術（部分切除を含む。） 26,810点
ひ

Ｋ７１０－２ 腹腔鏡下脾固定術 30,070点
くう ひ

Ｋ７１１ 脾摘出術 34,130点
ひ

Ｋ７１１－２ 腹腔鏡下脾摘出術 37,060点
くう ひ

（空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸）

Ｋ７１２ 破裂腸管縫合術 11,400点

Ｋ７１３ 腸切開術 9,650点

Ｋ７１４ 腸管癒着症手術 12,010点
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Ｋ７１４－２ 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 20,650点
くう はく

Ｋ７１５ 腸重積症整復術

１ 非観血的なもの 4,490点

２ 観血的なもの 6,040点

Ｋ７１５－２ 腹腔鏡下腸重積症整復術 14,660点
くう

Ｋ７１６ 小腸切除術

１ 複雑なもの 34,150点

２ その他のもの 15,940点

Ｋ７１６－２ 腹腔鏡下小腸切除術
くう

１ 複雑なもの 37,380点

２ その他のもの 31,370点

Ｋ７１６－３ 移植用部分小腸採取術（生体） 56,850点

注 小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

Ｋ７１６－４ 生体部分小腸移植術 164,240点

注１ 生体部分小腸を移植した場合は、生体部分小腸の摘出のために要した提供者の

療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

２ 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

３ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を

所定点数に加算する。

Ｋ７１６－５ 移植用小腸採取術（死体） 65,140点

注 小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

Ｋ７１６－６ 同種死体小腸移植術 177,980点

注１ 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

２ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を

所定点数に加算する。

Ｋ７１７ 小腸腫瘍、小腸憩室摘出術（メッケル憩室炎手術を含む。） 18,810点

Ｋ７１８ 虫垂切除術

１ 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 6,740点
のう

２ 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 8,880点
のう

Ｋ７１８－２ 腹腔鏡下虫垂切除術
くう

１ 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 13,760点
のう

２ 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 22,050点
のう

Ｋ７１９ 結腸切除術

１ 小範囲切除 24,170点

２ 結腸半側切除 29,940点

３ 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 35,680点

注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を
こう こう

所定点数に加算する。

Ｋ７１９－２ 腹腔鏡下結腸切除術
くう

１ 小範囲切除、結腸半側切除 42,680点

２ 全切除、亜全切除 59,510点

注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を
こう こう

所定点数に加算する。

Ｋ７１９－３ 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 59,510点
くう

Ｋ７１９－４ ピックレル氏手術 13,700点

Ｋ７１９－５ 全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術 51,860点
のうこう ふん

Ｋ７１９－６ 腹腔鏡下全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術 75,690点
くう のうこう ふん

Ｋ７２０ 結腸腫瘍（回盲部腫瘍摘出術を含む。）、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術（開腹

によるもの） 16,610点
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Ｋ７２１ 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術

１ 長径２センチメートル未満 5,000点

２ 長径２センチメートル以上 7,000点

Ｋ７２１－２ 削除

Ｋ７２１－３ 内視鏡的結腸異物摘出術 5,360点

Ｋ７２１－４ 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 22,040点
はく

Ｋ７２２ 小腸結腸内視鏡的止血術 10,390点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点

を所定点数に加算する。

Ｋ７２３ 削除

Ｋ７２４ 腸吻合術 9,330点
ふん

Ｋ７２５ 腸瘻、虫垂瘻造設術 8,830点
ろう ろう

Ｋ７２５－２ 腹腔鏡下腸瘻、虫垂瘻造設術 13,250点
くう ろう ろう

Ｋ７２６ 人工肛門造設術 9,570点
こう

Ｋ７２６－２ 腹腔鏡下人工肛門造設術 16,700点
くう こう

Ｋ７２７ 腹壁外腸管前置術 8,340点

Ｋ７２８ 腸狭窄部切開縫合術 11,220点
さく

Ｋ７２９ 腸閉鎖症手術

１ 腸管切除を伴わないもの 12,190点

２ 腸管切除を伴うもの 28,210点

Ｋ７２９－２ 多発性小腸閉鎖症手術 47,020点

Ｋ７２９－３ 腹腔鏡下腸閉鎖症手術 32,310点
くう

Ｋ７３０ 小腸瘻閉鎖術
ろう

１ 腸管切除を伴わないもの 11,580点

２ 腸管切除を伴うもの 17,900点

３ 内視鏡によるもの 10,300点

Ｋ７３１ 結腸瘻閉鎖術
ろう

１ 腸管切除を伴わないもの 11,750点

２ 腸管切除を伴うもの 28,210点

３ 内視鏡によるもの 10,300点

Ｋ７３２ 人工肛門閉鎖術
こう

１ 腸管切除を伴わないもの 11,470点

２ 腸管切除を伴うもの

イ 直腸切除術後のもの 34,280点

ロ その他のもの 28,210点

Ｋ７３２－２ 腹腔鏡下人工肛門閉鎖術（悪性腫瘍に対する直腸切除術後のものに限る。）
くう こう

40,450点

Ｋ７３３ 盲腸縫縮術 4,400点

Ｋ７３４ 腸回転異常症手術 18,810点

Ｋ７３４－２ 腹腔鏡下腸回転異常症手術 26,800点
くう

Ｋ７３５ 先天性巨大結腸症手術 50,830点

Ｋ７３５－２ 小腸・結腸狭窄部拡張術（内視鏡によるもの） 11,090点
さく

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点

を所定点数に加算する。

Ｋ７３５－３ 腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術 63,710点
くう

Ｋ７３５－４ 下部消化管ステント留置術 10,920点

Ｋ７３５－５ 腸管延長術 76,000点

Ｋ７３６ 人工肛門形成術
こう

１ 開腹を伴うもの 10,030点

269



２ その他のもの 3,670点

（直腸）

Ｋ７３７ 直腸周囲膿瘍切開術 2,610点
のう

Ｋ７３８ 直腸異物除去術

１ 経肛門（内視鏡によるもの） 8,040点
こう

２ 開腹によるもの 11,530点

Ｋ７３９ 直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む。）

１ 経肛門 4,010点
こう

２ 経括約筋 9,940点

３ 経腹及び経肛 18,810点
こう

Ｋ７３９－２ 経肛門的内視鏡下手術（直腸腫瘍に限る。） 26,100点
こう

Ｋ７３９－３ 低侵襲経肛門的局所切除術（ＭＩＴＡＳ） 16,700点
こう

Ｋ７４０ 直腸切除・切断術

１ 切除術 42,850点

２ 低位前方切除術 71,300点

３ 超低位前方切除術 73,840点

４ 経肛門吻合を伴う切除術 82,840点
こう ふん

５ 切断術 77,120点

注 １から３までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造
こう こう

設加算として、2,000点を所定点数に加算する。

Ｋ７４０－２ 腹腔鏡下直腸切除・切断術
くう

１ 切除術 75,460点

２ 低位前方切除術 83,930点

３ 切断術 83,930点

注 １及び２については、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加
こう こう

算として、3,470点を所定点数に加算する。

Ｋ７４０－３ 削除

Ｋ７４１ 直腸狭窄形成手術 28,210点
さく

Ｋ７４１－２ 直腸瘤手術 5,760点
りゆう

Ｋ７４２ 直腸脱手術

１ 経会陰によるもの

イ 腸管切除を伴わないもの 8,410点

ロ 腸管切除を伴うもの 25,780点

２ 直腸挙上固定を行うもの 10,900点

３ 骨盤底形成を行うもの 18,810点

４ 腹会陰からのもの（腸切除を含む。） 37,620点

Ｋ７４２－２ 腹腔鏡下直腸脱手術 30,810点
くう

（肛門、その周辺）
こう

Ｋ７４３ 痔核手術（脱肛を含む。）
じ こう

１ 硬化療法 1,660点

２ 硬化療法（四段階注射法によるもの） 4,010点

３ 結紮術、焼灼術、血栓摘出術 1,390点
さつ しやく

４ 根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴わないもの） 5,190点

５ 根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴うもの） 6,520点

６ ＰＰＨ 11,260点

Ｋ７４３－２ 肛門括約筋切開術 1,380点
こう

Ｋ７４３－３ 削除

Ｋ７４３－４ 痔核手術後狭窄拡張手術 5,360点
じ さく

Ｋ７４３－５ モルガニー氏洞及び肛門管切開術 3,750点
こう
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Ｋ７４３－６ 肛門部皮膚剥離切除術 3,750点
こう はく

Ｋ７４４ 裂肛又は肛門潰瘍根治手術 3,110点
こう こう

Ｋ７４５ 肛門周囲膿瘍切開術 2,050点
こう のう

Ｋ７４６ 痔瘻根治手術
じ ろう

１ 単純なもの 3,750点

２ 複雑なもの 7,470点

Ｋ７４６－２ 高位直腸瘻手術 8,120点
ろう

Ｋ７４７ 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術 1,250点
こう こう こう せんけい

Ｋ７４８ 肛門悪性腫瘍手術
こう

１ 切除 28,210点

２ 直腸切断を伴うもの 70,680点

Ｋ７４９ 肛門拡張術（観血的なもの） 1,630点
こう

Ｋ７５０ 肛門括約筋形成手術
こう

１ 瘢痕切除又は縫縮によるもの 3,990点
はん

２ 組織置換によるもの 23,660点

Ｋ７５１ 鎖肛手術
こう

１ 肛門膜状閉鎖切開 2,100点
こう

２ 会陰式 18,810点

３ 仙骨会陰式 35,270点

４ 腹会陰、腹仙骨式 62,660点

Ｋ７５１－２ 仙尾部奇形腫手術 46,950点

Ｋ７５１－３ 腹腔鏡下鎖肛手術（腹会陰、腹仙骨式） 70,140点
くう こう

Ｋ７５２ 肛門形成手術
こう

１ 肛門狭窄形成手術 5,210点
こう さく

２ 直腸粘膜脱形成手術 7,710点

Ｋ７５３ 毛巣嚢、毛巣瘻、毛巣洞手術 3,680点
のう ろう

第10款 尿路系・副腎

区分

（副腎）

Ｋ７５４ 副腎摘出術（副腎部分切除術を含む。） 28,210点

Ｋ７５４－２ 腹腔鏡下副腎摘出術 40,100点
くう

Ｋ７５４－３ 腹腔鏡下小切開副腎摘出術 34,390点
くう

Ｋ７５５ 副腎腫瘍摘出術

１ 皮質腫瘍 39,410点

２ 髄質腫瘍（褐色細胞腫） 47,020点

Ｋ７５５－２ 腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術（褐色細胞腫） 47,030点
くう

Ｋ７５６ 副腎悪性腫瘍手術 47,020点

Ｋ７５６－２ 腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術 51,120点
くう

（腎、腎盂）
う

Ｋ７５７ 腎破裂縫合術 37,620点

Ｋ７５７－２ 腎破裂手術 38,270点

Ｋ７５８ 腎周囲膿瘍切開術 3,480点
のう

Ｋ７５９ 腎切半術 37,620点

Ｋ７６０ 癒合腎離断術 47,020点

Ｋ７６１ 腎被膜剥離術（除神経術を含む。） 10,660点
はく

Ｋ７６２ 腎固定術 10,350点

Ｋ７６３ 腎切石術 27,550点

Ｋ７６４ 経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む。） 32,800点
ろう

Ｋ７６５ 経皮的腎盂腫瘍切除術（経皮的腎瘻造設術を含む。） 33,040点
う ろう
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Ｋ７６６ 経皮的尿管拡張術（経皮的腎瘻造設術を含む。） 13,000点
ろう

Ｋ７６７ 腎盂切石術 27,210点
う

Ｋ７６８ 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 19,300点

Ｋ７６９ 腎部分切除術 35,880点

Ｋ７６９－２ 腹腔鏡下腎部分切除術 43,930点
くう

Ｋ７６９－３ 腹腔鏡下小切開腎部分切除術 42,900点
くう

Ｋ７７０ 腎嚢胞切除縮小術 11,580点
のう

Ｋ７７０－２ 腹腔鏡下腎嚢胞切除縮小術 18,850点
くう のう

Ｋ７７０－３ 腹腔鏡下腎嚢胞切除術 20,360点
くう のう

Ｋ７７１ 経皮的腎嚢胞穿刺術 1,490点
のう せん

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ７７２ 腎摘出術 18,760点

Ｋ７７２－２ 腹腔鏡下腎摘出術 54,250点
くう

Ｋ７７２－３ 腹腔鏡下小切開腎摘出術 40,240点
くう

Ｋ７７３ 腎（尿管）悪性腫瘍手術 42,770点

Ｋ７７３－２ 腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術 64,720点
くう

Ｋ７７３－３ 腹腔鏡下小切開腎（尿管）悪性腫瘍手術 49,870点
くう

Ｋ７７３－４ 腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの） 52,800点
しやく

Ｋ７７３－５ 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの） 70,730点
くう

Ｋ７７４ 削除

Ｋ７７５ 経皮的腎（腎盂）瘻造設術 13,860点
う ろう

Ｋ７７５－２ 経皮的腎（腎盂）瘻拡張術(一連につき) 6,000点
う ろう

Ｋ７７６ 腎（腎盂）皮膚瘻閉鎖術 27,890点
う ろう

Ｋ７７７ 腎（腎盂）腸瘻閉鎖術
う ろう

１ 内視鏡によるもの 10,300点

２ その他のもの 28,210点

Ｋ７７８ 腎盂形成手術 33,120点
う

Ｋ７７８－２ 腹腔鏡下腎盂形成手術 51,600点
くう う

Ｋ７７９ 移植用腎採取術（生体） 35,700点

注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

Ｋ７７９－２ 移植用腎採取術（死体） 43,400点

注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

Ｋ７７９－３ 腹腔鏡下移植用腎採取術（生体） 51,850点
くう

注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

Ｋ７８０ 同種死体腎移植術 98,770点

注１ 臓器の移植に関する法律第６条第２号に規定する脳死した者の身体から採取さ

れた腎を除く死体腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所

定点数に加算する。

２ 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

３ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を

所定点数に加算する。

Ｋ７８０－２ 生体腎移植術 62,820点

注１ 生体腎を移植した場合は、生体腎の摘出のために要した提供者の療養上の費用

として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

２ 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

３ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を

所定点数に加算する。

（尿管）

Ｋ７８１ 経尿道的尿路結石除去術

272



１ レーザーによるもの 22,270点

２ その他のもの 14,800点

Ｋ７８１－２ 削除

Ｋ７８１－３ 経尿道的腎盂尿管凝固止血術 8,250点
う

Ｋ７８２ 尿管切石術

１ 上部及び中部 10,310点

２ 膀胱近接部 15,310点
ぼうこう

Ｋ７８３ 経尿道的尿管狭窄拡張術 20,930点
さく

Ｋ７８３－２ 経尿道的尿管ステント留置術 3,400点

Ｋ７８３－３ 経尿道的尿管ステント抜去術 1,300点

Ｋ７８４ 残存尿管摘出術 18,810点

Ｋ７８４－２ 尿管剥離術 18,810点
はく

Ｋ７８５ 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 21,420点
う

Ｋ７８５－２ 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術 31,040点
くう

Ｋ７８６ 尿管膀胱吻合術 25,570点
ぼうこうふん

注 巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合は、尿管形成加算として、

9,400点を所定点数に加算する。

Ｋ７８７ 尿管尿管吻合術 27,210点
ふん

Ｋ７８８ 尿管腸吻合術 17,070点
ふん

Ｋ７８９ 尿管腸膀胱吻合術 46,450点
ぼうこうふん

Ｋ７９０ 尿管皮膚瘻造設術 14,200点
ろう

Ｋ７９１ 尿管皮膚瘻閉鎖術 30,450点
ろう

Ｋ７９２ 尿管腸瘻閉鎖術
ろう

１ 内視鏡によるもの 10,300点

２ その他のもの 36,840点

Ｋ７９３ 尿管腟瘻閉鎖術 28,210点
ちつろう

Ｋ７９４ 尿管口形成手術 16,580点

Ｋ７９４－２ 経尿道的尿管瘤切除術 15,500点
りゆう

（膀胱）
ぼうこう

Ｋ７９５ 膀胱破裂閉鎖術 11,170点
ぼうこう

Ｋ７９６ 膀胱周囲膿瘍切開術 3,300点
ぼうこう のう

Ｋ７９７ 膀胱内凝血除去術 2,980点
ぼうこう

Ｋ７９８ 膀胱結石、異物摘出術
ぼうこう

１ 経尿道的手術 8,320点

２ 膀胱高位切開術 3,150点
ぼうこう

Ｋ７９８－２ 経尿道的尿管凝血除去術（バスケットワイヤーカテーテル使用） 8,320点

Ｋ７９９ 膀胱壁切除術 9,270点
ぼうこう

Ｋ８００ 膀胱憩室切除術 9,060点
ぼうこう

Ｋ８００－２ 経尿道的電気凝固術 9,060点

Ｋ８００－３ 膀胱水圧拡張術 6,410点
ぼうこう

注１ 間質性膀胱炎の患者に対して行われた場合に限り算定する。
ぼうこう

２ 灌流液の費用及び電気凝固に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
かん

３ 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

Ｋ８０１ 膀胱単純摘除術
ぼうこう

１ 腸管利用の尿路変更を行うもの 59,350点

２ その他のもの 51,510点

Ｋ８０２ 膀胱腫瘍摘出術 10,610点
ぼうこう

Ｋ８０２－２ 膀胱脱手術
ぼうこう

１ メッシュを使用するもの 30,880点
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２ その他のもの 23,260点

Ｋ８０２－３ 膀胱後腫瘍摘出術
ぼうこう

１ 腸管切除を伴わないもの 11,100点

２ 腸管切除を伴うもの 21,700点

Ｋ８０２－４ 腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術 12,710点
くう ぼうこう

Ｋ８０２－５ 腹腔鏡下膀胱部分切除術 22,410点
くう ぼうこう

Ｋ８０２－６ 腹腔鏡下膀胱脱手術 41,160点
くう ぼうこう

注 メッシュを使用した場合に算定する。

Ｋ８０３ 膀胱悪性腫瘍手術
ぼうこう

１ 切除 34,150点

２ 全摘（腸管等を利用して尿路変更を行わないもの） 66,890点

３ 全摘（尿管Ｓ状結腸吻合を利用して尿路変更を行うもの） 80,160点
ふん

４ 全摘（回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの） 107,800点

５ 全摘（代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの） 110,600点
ぼうこう

６ 経尿道的手術

イ 電解質溶液利用のもの 12,300点

ロ その他のもの 10,400点

注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所

定点数に加算する。

Ｋ８０３－２ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
くう ぼうこう

１ 全摘（腸管等を利用して尿路変更を行わないもの） 76,880点

２ 全摘（回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの） 117,790点

３ 全摘（代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの） 120,590点
ぼうこう

Ｋ８０３－３ 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術
くう ぼうこう

１ 全摘（腸管等を利用して尿路変更を行わないもの） 74,880点

２ 全摘（回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの） 115,790点

３ 全摘（代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの） 118,590点
ぼうこう

Ｋ８０４ 尿膜管摘出術 10,950点

Ｋ８０４－２ 腹腔鏡下尿膜管摘出術 22,030点
くう

Ｋ８０５ 膀胱瘻造設術 3,530点
ぼうこうろう

Ｋ８０５－２ 膀胱皮膚瘻造設術 25,200点
ぼうこう ろう

Ｋ８０５－３ 導尿路造設術 49,400点

Ｋ８０６ 膀胱皮膚瘻閉鎖術 8,700点
ぼうこう ろう

Ｋ８０７ 膀胱腟瘻閉鎖術 27,700点
ぼうこうちつろう

Ｋ８０８ 膀胱腸瘻閉鎖術
ぼうこう ろう

１ 内視鏡によるもの 10,300点

２ その他のもの 27,700点

Ｋ８０９ 膀胱子宮瘻閉鎖術 37,180点
ぼうこう ろう

Ｋ８０９－２ 膀胱尿管逆流手術 25,570点
ぼうこう

注 巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合は、尿管形成加算として、

9,400点を加算する。

Ｋ８０９－３ 腹腔鏡下膀胱内手術 39,280点
くう ぼうこう

Ｋ８１０ ボアリー氏手術 36,840点

Ｋ８１１ 腸管利用膀胱拡大術 48,200点
ぼうこう

Ｋ８１２ 回腸（結腸）導管造設術 49,570点

Ｋ８１２－２ 排泄腔外反症手術
せつくう

１ 外反膀胱閉鎖術 70,430点
ぼうこう

２ 膀胱腸裂閉鎖術 103,710点
ぼうこう

（尿道）
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Ｋ８１３ 尿道周囲膿瘍切開術 1,160点
のう

Ｋ８１４ 外尿道口切開術 1,010点

Ｋ８１５ 尿道結石、異物摘出術

１ 前部尿道 2,180点

２ 後部尿道 6,300点

Ｋ８１６ 外尿道腫瘍切除術 2,180点

Ｋ８１７ 尿道悪性腫瘍摘出術

１ 摘出 32,230点

２ 内視鏡による場合 23,130点

３ 尿路変更を行う場合 54,060点

Ｋ８１８ 尿道形成手術

１ 前部尿道 17,030点

２ 後部尿道 37,700点

Ｋ８１９ 尿道下裂形成手術 33,790点

Ｋ８１９－２ 陰茎形成術 52,710点

Ｋ８２０ 尿道上裂形成手術 39,000点

Ｋ８２１ 尿道狭窄内視鏡手術 15,040点
さく

Ｋ８２１－２ 尿道狭窄拡張術（尿道バルーンカテーテル） 14,200点
さく

Ｋ８２１－３ 尿道ステント前立腺部尿道拡張術 12,300点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

Ｋ８２２ 女子尿道脱手術 7,560点

Ｋ８２３ 尿失禁手術

１ 恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うもの 23,510点
ぼうこうけい

２ その他のもの 20,680点

Ｋ８２３－２ 尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術 23,320点
ぼうこう

注 コラーゲン注入手術に伴って使用したコラーゲンの費用は、所定点数に含まれる

ものとする。

Ｋ８２３－３ 膀胱尿管逆流症手術（治療用注入材によるもの） 23,320点
ぼうこう

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ８２３－４ 腹腔鏡下尿失禁手術 32,440点
くう

Ｋ８２３－５ 人工尿道括約筋植込・置換術 23,920点

Ｋ８２３－６ 尿失禁手術（ボツリヌス毒素によるもの） 9,680点

第11款 性器

区分

（陰茎）

Ｋ８２４ 陰茎尖圭コンジローム切除術 1,360点
せんけい

Ｋ８２５ 陰茎全摘術 16,630点

Ｋ８２６ 陰茎切断術 7,020点

Ｋ８２６－２ 陰茎折症手術 8,550点

Ｋ８２６－３ 陰茎様陰核形成手術 7,020点

Ｋ８２７ 陰茎悪性腫瘍手術

１ 陰茎切除 23,200点

２ 陰茎全摘 36,500点

Ｋ８２８ 包茎手術

１ 背面切開術 740点

２ 環状切除術 2,040点

Ｋ８２８－２ 陰茎持続勃起症手術

１ 亀頭－陰茎海綿体瘻作成術（ウィンター法）によるもの 4,670点
ろう

２ その他のシャント術によるもの 18,600点

275



（陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索）
のう

Ｋ８２９ 精管切断、切除術（両側） 2,550点

Ｋ８３０ 精巣摘出術 2,770点

Ｋ８３０－２ 精巣外傷手術

１ 陰嚢内血腫除去術 3,200点
のう

２ 精巣白膜縫合術 3,400点

Ｋ８３１及びＫ８３１－２ 削除

Ｋ８３２ 精巣上体摘出術 4,200点

Ｋ８３３ 精巣悪性腫瘍手術 12,340点

Ｋ８３４ 精索静脈瘤手術 2,970点
りゆう

Ｋ８３４－２ 腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 20,500点
くう さつ

Ｋ８３４－３ 顕微鏡下精索静脈瘤手術 12,500点
りゆう

Ｋ８３５ 陰嚢水腫手術
のう

１ 交通性陰嚢水腫手術 3,620点
のう

２ その他 2,290点

Ｋ８３６ 停留精巣固定術 9,740点

Ｋ８３６－２ 腹腔鏡下腹腔内停留精巣陰嚢内固定術 37,170点
くう くう のう

Ｋ８３７ 精管形成手術 12,470点

Ｋ８３８ 精索捻転手術

１ 対側の精巣固定術を伴うもの 8,230点

２ その他のもの 7,910点

（精嚢、前立腺）
のう

Ｋ８３９ 前立腺膿瘍切開術 2,770点
のう

Ｋ８４０ 前立腺被膜下摘出術 15,920点

Ｋ８４１ 経尿道的前立腺手術

１ 電解質溶液利用のもの 20,400点

２ その他のもの 18,500点

Ｋ８４１－２ 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術

１ ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 20,470点

２ その他のもの 19,000点

Ｋ８４１－３ 経尿道的前立腺高温度治療（一連につき） 5,000点

Ｋ８４１－４ 焦点式高エネルギー超音波療法（一連につき） 5,000点

Ｋ８４１－５ 経尿道的前立腺核出術 21,500点

Ｋ８４２ 削除

Ｋ８４３ 前立腺悪性腫瘍手術 41,080点

Ｋ８４３－２ 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 77,430点
くう

Ｋ８４３－３ 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 59,780点
くう

Ｋ８４３－４ 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの） 95,280点
くう

（外陰、会陰）

Ｋ８４４ バルトリン腺膿瘍切開術 940点
のう

Ｋ８４５ 処女膜切開術 790点

Ｋ８４６ 処女膜切除術 980点

Ｋ８４７ 輪状処女膜切除術 2,230点

Ｋ８４８ バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術（造袋術を含む。） 3,310点
のう

Ｋ８４９ 女子外性器腫瘍摘出術 2,810点

Ｋ８５０ 女子外性器悪性腫瘍手術

１ 切除 29,190点

２ 皮膚移植（筋皮弁使用）を行った場合 63,200点

Ｋ８５０－２ 腟絨毛性腫瘍摘出術 23,830点
ちつじゆう
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Ｋ８５１ 会陰形成手術

１ 筋層に及ばないもの 2,330点

２ 筋層に及ぶもの 6,910点

Ｋ８５１－２ 外陰・腟血腫除去術 1,920点
ちつ

Ｋ８５１－３ 癒合陰唇形成手術

１ 筋層に及ばないもの 2,330点

２ 筋層に及ぶもの 6,240点

（腟）
ちつ

Ｋ８５２ 腟壁裂創縫合術（分娩時を除く。）
ちつ べん

１ 前又は後壁裂創 2,760点

２ 前後壁裂創 6,330点

３ 腟円蓋に及ぶ裂創 8,280点
ちつ

４ 直腸裂傷を伴うもの 31,940点

Ｋ８５３ 腟閉鎖術
ちつ

１ 中央腟閉鎖術（子宮全脱） 7,410点
ちつ

２ その他 2,580点

Ｋ８５４ 腟式子宮旁結合織炎（膿瘍）切開術 2,230点
ちつ ぼう のう

Ｋ８５４－２ 後腟円蓋切開（異所性妊娠） 2,230点
ちつ

Ｋ８５５ 腟中隔切除術
ちつ

１ 不全隔のもの 1,510点

２ 全中隔のもの 2,540点

Ｋ８５６ 腟壁腫瘍摘出術 2,540点
ちつ

Ｋ８５６－２ 腟壁嚢腫切除術 2,540点
ちつ のう

Ｋ８５６－３ 腟ポリープ切除術 1,040点
ちつ

Ｋ８５６－４ 腟壁尖圭コンジローム切除術 1,250点
ちつ せんけい

Ｋ８５７ 腟壁悪性腫瘍手術 44,480点
ちつ

Ｋ８５８ 腟腸瘻閉鎖術
ちつ ろう

１ 内視鏡によるもの 10,300点

２ その他のもの 35,130点

Ｋ８５９ 造腟術、腟閉鎖症術
ちつ ちつ

１ 拡張器利用によるもの 2,130点

２ 遊離植皮によるもの 18,810点

３ 腟断端挙上によるもの 28,210点
ちつ

４ 腸管形成によるもの 47,040点

５ 筋皮弁移植によるもの 55,810点

Ｋ８５９－２ 腹腔鏡下造腟術 38,690点
くう ちつ

Ｋ８６０ 腟壁形成手術 7,880点
ちつ

Ｋ８６０－２ 腟断端挙上術（腟式、腹式） 29,190点
ちつ ちつ

（子宮）

Ｋ８６１ 子宮内膜掻爬術 1,420点
そう は

Ｋ８６２ クレニッヒ手術 7,710点

Ｋ８６３ 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 20,610点
くう

Ｋ８６３－２ 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。） 18,590点
くう はく

Ｋ８６３－３ 子宮鏡下子宮内膜焼灼術 17,810点
しやく

Ｋ８６４ 子宮位置矯正術

１ アレキサンダー手術 4,040点

２ 開腹による位置矯正術 8,140点

３ 癒着剥離矯正術 16,420点
はく

Ｋ８６５ 子宮脱手術
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１ 腟壁形成手術及び子宮位置矯正術 16,900点
ちつ

２ ハルバン・シャウタ手術 16,900点

３ マンチェスター手術 14,110点

４ 腟壁形成手術及び子宮全摘術（腟式、腹式） 28,210点
ちつ ちつ

Ｋ８６５－２ 腹腔鏡下仙骨腟固定術 48,240点
くう ちつ

注 メッシュを使用した場合に算定する。

Ｋ８６６ 子宮頸管ポリープ切除術 1,190点
けい

Ｋ８６６－２ 子宮腟部冷凍凝固術 1,190点
ちつ

Ｋ８６７ 子宮頸部（腟部）切除術 3,330点
けい ちつ

Ｋ８６７－２ 子宮腟部糜爛等子宮腟部乱切除術 470点
ちつ び らん ちつ

Ｋ８６７－３ 子宮頸部摘出術（腟部切断術を含む。） 3,330点
けい ちつ

Ｋ８６７－４ 子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌レーザー照射治療 3,330点
けい がん

Ｋ８６８からＫ８７０まで 削除

Ｋ８７１ 子宮息肉様筋腫摘出術（腟式） 3,810点
ちつ

Ｋ８７２ 子宮筋腫摘出（核出）術

１ 腹式 24,510点

２ 腟式 14,290点
ちつ

Ｋ８７２－２ 腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術 37,620点
くう

Ｋ８７２－３ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術

１ 電解質溶液利用のもの 6,630点

２ その他のもの 4,730点

Ｋ８７２－４ 痕跡副角子宮手術

１ 腹式 15,240点

２ 腟式 8,450点
ちつ

Ｋ８７２－５ 子宮頸部初期癌又は異形成光線力学療法 8,450点
けい がん

Ｋ８７３ 子宮鏡下子宮筋腫摘出術

１ 電解質溶液利用のもの 19,000点

２ その他のもの 17,100点

Ｋ８７４及びＫ８７５ 削除

Ｋ８７６ 子宮腟上部切断術 10,390点
ちつ

Ｋ８７６－２ 腹腔鏡下子宮腟上部切断術 17,540点
くう ちつ

Ｋ８７７ 子宮全摘術 28,210点

Ｋ８７７－２ 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 42,050点
くう ちつ

Ｋ８７８ 広靱帯内腫瘍摘出術 16,120点
じん

Ｋ８７８－２ 腹腔鏡下広靱帯内腫瘍摘出術 28,130点
くう じん

Ｋ８７９ 子宮悪性腫瘍手術 62,000点

Ｋ８７９－２ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 70,200点
くう

Ｋ８８０ 削除

Ｋ８８１ 腹壁子宮瘻手術 23,290点
ろう

Ｋ８８２ 重複子宮、双角子宮手術 25,280点

Ｋ８８３ 子宮頸管形成手術 3,590点
けい

Ｋ８８３－２ 子宮頸管閉鎖症手術
けい

１ 非観血的 180点

２ 観血的 3,590点

Ｋ８８４ 奇形子宮形成手術（ストラスマン手術） 23,290点

（子宮附属器）

Ｋ８８５ 腟式卵巣嚢腫内容排除術 1,350点
ちつ のう

Ｋ８８５－２ 経皮的卵巣嚢腫内容排除術 1,620点
のう

Ｋ８８６ 子宮附属器癒着剥離術（両側）
はく
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１ 開腹によるもの 13,890点

２ 腹腔鏡によるもの 21,370点
くう

Ｋ８８７ 卵巣部分切除術（腟式を含む。）
ちつ

１ 開腹によるもの 6,150点

２ 腹腔鏡によるもの 18,810点
くう

Ｋ８８７－２ 卵管結紮術（腟式を含む。）（両側）
さつ ちつ

１ 開腹によるもの 4,350点

２ 腹腔鏡によるもの 18,810点
くう

Ｋ８８７－３ 卵管口切開術

１ 開腹によるもの 5,220点

２ 腹腔鏡によるもの 18,810点
くう

Ｋ８８７－４ 腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 24,130点
くう のう しやく

Ｋ８８８ 子宮附属器腫瘍摘出術（両側）

１ 開腹によるもの 17,080点

２ 腹腔鏡によるもの 25,940点
くう

Ｋ８８８－２ 卵管全摘除術、卵管腫瘤全摘除術、子宮卵管留血腫手術（両側）
りゆう

１ 開腹によるもの 12,460点

２ 腹腔鏡によるもの 25,540点
くう

Ｋ８８９ 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側） 58,500点

Ｋ８９０ 卵管形成手術（卵管・卵巣移植、卵管架橋等） 27,380点

Ｋ８９０－２ 卵管鏡下卵管形成術 46,410点

Ｋ８９０－３ 腹腔鏡下卵管形成術 46,410点
くう

（産科手術）

Ｋ８９１ 分娩時頸部切開術（縫合を含む。） 3,170点
べん けい

Ｋ８９２ 骨盤位娩出術 3,800点
べん

Ｋ８９３ 吸引娩出術 2,550点
べん

Ｋ８９４ 鉗子娩出術
かん べん

１ 低位（出口）鉗子 2,700点
かん

２ 中位鉗子 4,760点
かん

Ｋ８９５ 会陰（陰門）切開及び縫合術（分娩時） 1,530点
べん

Ｋ８９６ 会陰（腟壁）裂創縫合術（分娩時）
ちつ べん

１ 筋層に及ぶもの 1,980点

２ 肛門に及ぶもの 5,560点
こう

３ 腟円蓋に及ぶもの 4,320点
ちつ

４ 直腸裂創を伴うもの 8,920点

Ｋ８９７ 頸管裂創縫合術（分娩時） 7,060点
けい べん

Ｋ８９８ 帝王切開術

１ 緊急帝王切開 22,200点

２ 選択帝王切開 20,140点

注 複雑な場合については、2,000点を所定点数に加算する。

Ｋ８９９ 胎児縮小術（娩出術を含む。） 3,220点
べん

Ｋ９００ 臍帯還納術 1,240点
さい

Ｋ９００－２ 脱垂肢整復術 1,240点

Ｋ９０１ 子宮双手圧迫術（大動脈圧迫術を含む。） 2,950点

Ｋ９０２ 胎盤用手剥離術 2,350点
はく

Ｋ９０３ 子宮破裂手術

１ 子宮全摘除を行うもの 29,190点

２ 子宮腟上部切断を行うもの 29,190点
ちつ

３ その他のもの 16,130点
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Ｋ９０４ 妊娠子宮摘出術（ポロー手術） 33,120点

Ｋ９０５ 子宮内反症整復手術（腟式、腹式）
ちつ

１ 非観血的 340点

２ 観血的 15,490点

Ｋ９０６ 子宮頸管縫縮術
けい

１ マクドナルド法 2,020点

２ シロッカー法又はラッシュ法 3,090点

３ 縫縮解除術（チューブ抜去術） 1,800点

Ｋ９０７ 胎児外回転術 800点

Ｋ９０８ 胎児内（双合）回転術 1,190点

Ｋ９０９ 流産手術

１ 妊娠11週までの場合

イ 手動真空吸引法によるもの 4,000点

ロ その他のもの 2,000点

２ 妊娠11週を超え妊娠21週までの場合 5,110点

Ｋ９０９－２ 子宮内容除去術（不全流産） 1,980点

Ｋ９１０ 削除

Ｋ９１０－２ 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 40,000点
ふん しやく

Ｋ９１０－３ 胎児胸腔・羊水腔シャント術（一連につき） 11,880点
くう くう

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ９１０－４ 無心体双胎焼灼術（一連につき） 40,000点
しやく

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

Ｋ９１０－５ 胎児輸血術（一連につき） 13,880点

注１ 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

２ 臍帯穿刺の費用は、所定点数に含まれる。
さい せん

Ｋ９１１ 胞状奇胎除去術 4,120点

Ｋ９１２ 異所性妊娠手術

１ 開腹によるもの 14,110点

２ 腹腔鏡によるもの 22,950点
くう

Ｋ９１３ 新生児仮死蘇生術

１ 仮死第１度のもの 1,010点

２ 仮死第２度のもの 2,700点

（その他）

Ｋ９１３－２ 性腺摘出術

１ 開腹によるもの 6,280点

２ 腹腔鏡によるもの 18,590点
くう

第12款 削除

第13款 臓器提供管理料

区分

Ｋ９１４ 脳死臓器提供管理料 40,000点

注 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定

点数に含まれる。

Ｋ９１５ 生体臓器提供管理料 5,000点

第２節 輸血料

区分

Ｋ９２０ 輸血

１ 自家採血輸血（200mＬごとに）

イ １回目 750点

ロ ２回目以降 650点
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２ 保存血液輸血（200mＬごとに）

イ １回目 450点

ロ ２回目以降 350点

３ 自己血貯血

イ ６歳以上の患者の場合（200mＬごとに）

( 1 ) 液状保存の場合 250点

( 2 ) 凍結保存の場合 500点

ロ ６歳未満の患者の場合（体重１kgにつき４mＬごとに）

( 1 ) 液状保存の場合 250点

( 2 ) 凍結保存の場合 500点

４ 自己血輸血

イ ６歳以上の患者の場合（200mＬごとに）

( 1 ) 液状保存の場合 750点

( 2 ) 凍結保存の場合 1,500点

ロ ６歳未満の患者の場合（体重１kgにつき４mＬごとに）

( 1 ) 液状保存の場合 750点

( 2 ) 凍結保存の場合 1,500点

５ 希釈式自己血輸血

イ ６歳以上の患者の場合（200mＬごとに） 1,000点

ロ ６歳未満の患者の場合（体重１kgにつき４mＬごとに） 1,000点

６ 交換輸血（１回につき） 5,250点

注１ 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明

を行った場合に算定する。

２ 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものと

する。

３ 骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は、所定点数に区分番号Ｄ４０４に掲

げる骨髄穿刺又は区分番号Ｋ６０６に掲げる血管露出術の所定点数をそれぞれ加
せん

算する。

４ 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第４節に掲げる所

定点数を加算する。

５ 輸血に伴って行った患者の血液型検査（ＡＢＯ式及びＲh式）の費用として54

点を所定点数に加算する。

６ 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず１月につき197点を所定点

数に加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合にあっては、１週間に１回に限り

、197点を所定点数に加算する。

７ ＨＬＡ型適合血小板輸血に伴って行ったＨＬＡ型クラスⅠ（Ａ、Ｂ、Ｃ）又は

クラスⅡ（ＤＲ、ＤＱ、ＤＰ）の費用として、検査回数にかかわらず一連につき

それぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。

８ 輸血に伴って、血液交叉試験、間接クームス検査又はコンピュータクロスマッ
さ

チを行った場合は、血液交叉試験加算、間接クームス検査加算又はコンピュータ
さ

クロスマッチ加算として、１回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。

ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算及び間接
さ

クームス検査加算は算定できない。

９ ６歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。

10 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に

含まれるものとする。

11 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。

12 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算とし

て、580点を所定点数に加算する。
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Ｋ９２０－２ 輸血管理料

１ 輸血管理料Ⅰ 220点

２ 輸血管理料Ⅱ 110点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月１回に限り、当該基

準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、輸血製剤が適正に使用されている場合には、

輸血適正使用加算として、所定点数に、１においては120点、２においては60点

を加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合は、貯血式自

己血輸血管理体制加算として、50点を所定点数に加算する。

Ｋ９２１ 造血幹細胞採取（一連につき）

１ 骨髄採取

イ 同種移植の場合 21,640点

ロ 自家移植の場合 17,440点

２ 末梢血幹細胞採取
しよう

イ 同種移植の場合 21,640点

ロ 自家移植の場合 17,440点

注１ 同種移植における造血幹細胞提供者又は自家移植を受ける者に係る造血幹細胞

採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後にお

ける健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。

２ 造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第４節

に掲げる所定点数を加算する。

Ｋ９２１－２ 間葉系幹細胞採取（一連につき） 17,440点

Ｋ９２１－３ 末梢血単核球採取（一連につき） 17,440点
しよう

注 チサゲンレクルユーセルの投与を予定している患者に対して、末梢血単核球採
しよう

取を行った場合に患者１人につき１回に限り算定する。

Ｋ９２２ 造血幹細胞移植

１ 骨髄移植

イ 同種移植の場合 66,450点

ロ 自家移植の場合 25,850点

２ 末梢血幹細胞移植
しよう

イ 同種移植の場合 66,450点

ロ 自家移植の場合 30,850点

３ 臍帯血移植 66,450点
さい

注１ 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取のために要した提供者の療養上の費

用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

２ 造血幹細胞移植に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第４節

に掲げる所定点数を加算する。

３ ６歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。

４ 造血幹細胞移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に

含まれるものとする。

５ 同種移植における造血幹細胞移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に

含まれるものとする。

６ 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含
さい さい

まれるものとする。

７ 抗ＨＬＡ抗体検査を行う場合には、抗ＨＬＡ抗体検査加算として、4,000点を
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所定点数に加算する。

８ １のイ及び２のイの場合において、非血縁者間移植を実施した場合は、非血縁

者間移植加算として、10,000点を所定点数に加算する。

９ １及び２については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において同種移植を実施した場合

は、コーディネート体制充実加算として、1,500点を所定点数に加算する。

Ｋ９２２－２ ＣＡＲ発現生Ｔ細胞投与（一連につき） 30,850点

注１ チサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者１人につき１回に限り算定する

。

２ ６歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。

３ ＣＡＲ発現生Ｔ細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所

定点数に含まれるものとする。

Ｋ９２３ 術中術後自己血回収術（自己血回収器具によるもの）

１ 濃縮及び洗浄を行うもの 5,500点

２ 濾過を行うもの 3,500点
ろ

注１ 併施される手術の所定点数とは別に算定する。

２ 使用した術中術後自己血回収セットの費用は、所定点数に含まれるものとする

。

Ｋ９２４ 自己生体組織接着剤作成術 4,340点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

届け出た保険医療機関において、自己生体組織接着剤を用いた場合に算定する。

Ｋ９２４－２ 自己クリオプレシピテート作製術（用手法） 1,760点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

届け出た保険医療機関において、自己クリオプレシピテートを用いた場合に算定す

る。

Ｋ９２４－３ 同種クリオプレシピテート作製術 600点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

届け出た保険医療機関において、同種クリオプレシピテートを用いた場合に算定す

る。

第３節 手術医療機器等加算

区分

Ｋ９３０ 脊髄誘発電位測定等加算

１ 脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合 3,630点
りゆう

２ 甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合 3,130点

Ｋ９３１ 超音波凝固切開装置等加算 3,000点

注 胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫瘍等に係る手術又はバセドウ甲状
くう くう

腺全摘（亜全摘）術（両葉）に当たって、超音波凝固切開装置等を使用した場合に

算定する。

Ｋ９３２ 創外固定器加算 10,000点

注 区分番号Ｋ０４６、Ｋ０５６－２、Ｋ０５８、Ｋ０７３、Ｋ０７６、Ｋ０７８、

Ｋ１２４－２、Ｋ１２５、Ｋ１８０の３、Ｋ４４３、Ｋ４４４及びＫ４４４－２に

掲げる手術に当たって、創外固定器を使用した場合に算定する。

Ｋ９３３ イオントフォレーゼ加算 45点

注 区分番号Ｋ３００及びＫ３０９に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを

使用した場合に算定する。

Ｋ９３４ 副鼻腔手術用内視鏡加算 1,000点
くう

注 区分番号Ｋ３５０、Ｋ３５２、Ｋ３５２－３、Ｋ３６２－２及びＫ３６５に掲げ

る手術に当たって、内視鏡を使用した場合に算定する。

Ｋ９３４－２ 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 1,000点
くう
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注 区分番号Ｋ３４０－３からＫ３４０－７まで及びＫ３５０からＫ３６５までに掲

げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に算定する
くう

。

Ｋ９３５ 止血用加熱凝固切開装置加算 700点

注 区分番号Ｋ４７６に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した

場合に算定する。

Ｋ９３６ 自動縫合器加算 2,500点

注１ 区分番号Ｋ４８８－４、Ｋ５１１、Ｋ５１３、Ｋ５１４からＫ５１４－６まで

、Ｋ５１７、Ｋ５２２－３、Ｋ５２４－２、Ｋ５２４－３、Ｋ５２５、Ｋ５２９

からＫ５２９－３まで、Ｋ５３１からＫ５３２－２まで、Ｋ５５２、Ｋ５５２－

２、Ｋ６４５、Ｋ６５４－３の２、Ｋ６５５、Ｋ６５５－２、Ｋ６５５－４、Ｋ

６５５－５、Ｋ６５６－２、Ｋ６５７、Ｋ６５７－２、Ｋ６６２、Ｋ６６２－２

、Ｋ６７４、Ｋ６７４－２、Ｋ６７５の２からＫ６７５の５まで、Ｋ６７７、Ｋ

６７７－２、Ｋ６８０、Ｋ６８４－２、Ｋ６９５の４からＫ６９５の７まで、Ｋ

６９５－２の４からＫ６９５－２の６まで、Ｋ６９６、Ｋ６９７－４、Ｋ７００

からＫ７００－３まで、Ｋ７０２からＫ７０３－２まで、Ｋ７０５の２、Ｋ７０

６、Ｋ７１１－２、Ｋ７１６からＫ７１６－６まで、Ｋ７１９からＫ７１９－３

まで、Ｋ７１９－５、Ｋ７３２の２、Ｋ７３５、Ｋ７３５－３、Ｋ７３５－５、

Ｋ７３９、Ｋ７３９－３、Ｋ７４０、Ｋ７４０－２、Ｋ８０３からＫ８０３－３

まで及びＫ８１７の３に掲げる手術に当たって、自動縫合器を使用した場合に算

定する。

２ 区分番号Ｋ５５２、Ｋ５５２－２、Ｋ５５４、Ｋ５５５、Ｋ５５７からＫ５５

７－３まで、Ｋ５６０及びＫ５９４の３に掲げる手術に当たって左心耳閉塞用ク

リップを使用した場合に算定する。

Ｋ９３６－２ 自動吻合器加算 5,500点
ふん

注 区分番号Ｋ５２２－３、Ｋ５２５、Ｋ５２９からＫ５２９－３まで、Ｋ５３１か

らＫ５３２－２まで、Ｋ６４５、Ｋ６５５、Ｋ６５５－２、Ｋ６５５－４、Ｋ６５

５－５、Ｋ６５７、Ｋ６５７－２、Ｋ７０２、Ｋ７０３、Ｋ７１９の３、Ｋ７１９

－２の２、Ｋ７１９－３、Ｋ７３９、Ｋ７４０、Ｋ７４０－２、Ｋ８０３からＫ８

０３－３まで及びＫ８１７の３に掲げる手術に当たって、自動吻合器を使用した場
ふん

合に算定する。

Ｋ９３６－３ 微小血管自動縫合器加算 2,500点

注 区分番号Ｋ０１７及びＫ０２０に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を

使用した場合に算定する。

Ｋ９３７ 心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器加算 30,000点

注 区分番号Ｋ５５２－２に掲げる手術に当たって、心拍動下冠動脈、大動脈バイパ

ス移植術用機器を使用した場合に算定する。

Ｋ９３７－２ 術中グラフト血流測定加算 2,500点

注 手術に当たって、機器を用いてグラフト血流を測定した場合に算定する。

Ｋ９３８ 体外衝撃波消耗性電極加算 3,000点

注 区分番号Ｋ６７８及びＫ７６８に掲げる手術に当たって、消耗性電極を使用した

場合に算定する。

Ｋ９３９ 画像等手術支援加算

１ ナビゲーションによるもの 2,000点

注 区分番号Ｋ０５５－２、Ｋ０５５－３、Ｋ０８０の１、Ｋ０８１の１、Ｋ０８

２の１、Ｋ０８２－３の１、Ｋ１３１－２、Ｋ１３４－２、Ｋ１３６、Ｋ１４０

からＫ１４１－２まで、Ｋ１４２（６を除く。）、Ｋ１４２－２の１及び２のイ

、Ｋ１４２－３、Ｋ１５１－２、Ｋ１５４－２、Ｋ１５８、Ｋ１６１、Ｋ１６７

、Ｋ１６９からＫ１７２まで、Ｋ１７４の１、Ｋ１９１からＫ１９３まで、Ｋ２
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３５、Ｋ２３６、Ｋ３１３、Ｋ３１４、Ｋ３４０－３からＫ３４０－７まで、Ｋ

３４２、Ｋ３４３、Ｋ３５０からＫ３６５まで、Ｋ５１１の２、Ｋ５１３の２か

ら５１３の４まで、Ｋ５１４の２、Ｋ５１４－２の２、Ｋ６９５、Ｋ６９５－２

並びにＫ６９７－４に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行っ

た場合に算定する。

２ 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点

注 区分番号Ｋ０５５－２、Ｋ０５５－３、Ｋ１３６、Ｋ１４２の６、Ｋ１４２－

２、Ｋ１５１－２、Ｋ１６２、Ｋ１８０、Ｋ２２７、Ｋ２２８、Ｋ２３６、Ｋ２

３７、Ｋ３１３、Ｋ３１４の２、Ｋ４０６の２、Ｋ４２７、Ｋ４２７－２、Ｋ４

２９、Ｋ４３３、Ｋ４３４及びＫ４３６からＫ４４４までに掲げる手術に当たっ

て、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。

３ 患者適合型手術支援ガイドによるもの 2,000点

注 区分番号Ｋ０８２及びＫ０８２－３に掲げる手術に当たって、患者適合型手術

支援ガイドによる支援を行った場合に算定する。

Ｋ９３９－２ 術中血管等描出撮影加算 500点

注 手術に当たって、血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて、血管撮影を行っ

た場合に算定する。

Ｋ９３９－３ 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 450点
こう ぼうこう

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

届け出た保険医療機関において、手術の前に療養上の必要性を踏まえ、人工肛門又
こう

は人工膀胱を設置する位置を決めた場合に算定する。
ぼうこう

Ｋ９３９－４ 削除

Ｋ９３９－５ 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 2,500点
ろう えん

注１ 区分番号Ｋ６６４に掲げる手術に当たって、嚥下機能評価等を実施した場合に
えん

算定する。

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点

数の100分の80に相当する点数により算定する。

Ｋ９３９－６ 凍結保存同種組織加算 81,610点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

届け出た保険医療機関において、心臓、大血管、肝臓、胆道又は膵臓の手術に当た
すい

って、凍結保存された同種組織である心臓弁又は血管を用いた場合に算定する。

Ｋ９３９－７ レーザー機器加算

１ レーザー機器加算１ 50点

２ レーザー機器加算２ 100点

３ レーザー機器加算３ 200点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定

する。

２ １については、区分番号Ｋ４０６（１に限る。）、Ｋ４１３（１に限る。）、

Ｋ４２１（１に限る。）、Ｋ４２３（１に限る。）及びＫ４４８に掲げる手術に

当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

３ ２については、区分番号Ｋ４１３（２に限る。）に掲げる手術に当たって、レ

ーザー手術装置を使用した場合に算定する。

４ ３については、区分番号Ｋ４０６（２に限る。）、Ｋ４０９、Ｋ４１１、Ｋ４

２１（２に限る。）、Ｋ４２３（２に限る。）、Ｋ４５１及びＫ４５２に掲げる

手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

Ｋ９３９－８ 超音波切削機器加算 1,000点

注 区分番号Ｋ４４３、Ｋ４４４及びＫ４４４－２に掲げる手術に当たって、超音波
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切削機器を使用した場合に算定する。

第４節 薬剤料

区分

Ｋ９４０ 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点

数につき１点未満の端数を切り上げて得た点数に１点を加算して得た点数とする

。

注１ 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

２ 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第５節 特定保険医療材料料

区分

Ｋ９５０ 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
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第11部 麻酔

通則

１ 麻酔の費用は、第１節及び第２節の各区分の所定点数により算定する。ただし、麻酔に当た

って、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料（以下この部において「特定保険医療

材料」という。）を使用した場合は、第１節及び第２節の各区分の所定点数に第３節又は第４

節の所定点数を合算した点数により算定する。

２ 未熟児、新生児（未熟児を除く。）、乳児又は１歳以上３歳未満の幼児に対して麻酔を行っ

た場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数にそ

れぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算す

る。

３ 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間

が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合の麻酔料

及び神経ブロック料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相

当する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に手術を

行った場合又はその開始時間が深夜である手術を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、

それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分

番号Ａ０００に掲げる初診料の注７のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中の

患者以外の患者に対し、同注のただし書に規定する厚生労働大臣が定める時間に手術を開始し

た場合に限り、所定点数の100分の40に相当する点数を加算した点数により算定する。

４ 同一の目的のために２以上の麻酔を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、主たる麻酔

の所定点数のみにより算定する。

５ 第１節に掲げられていない麻酔であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている麻酔の

うちで最も近似する麻酔の各区分の所定点数により算定する。

６ 第１節に掲げられていない表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔の費用は、薬剤を使用し

たときに限り、第３節の所定点数のみにより算定する。

第１節 麻酔料

区分

Ｌ０００ 迷もう麻酔 31点

Ｌ００１ 筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔 120点

Ｌ００１－２ 静脈麻酔

１ 短時間のもの 120点

２ 十分な体制で行われる長時間のもの（単純な場合） 600点

３ 十分な体制で行われる長時間のもの（複雑な場合） 1,100点

注１ ３歳以上６歳未満の幼児に対して静脈麻酔を行った場合は、幼児加算として、

所定点数にそれぞれ所定点数の100分の10に相当する点数を加算する。

２ ３については、静脈麻酔の実施時間が２時間を超えた場合は、麻酔管理時間加

算として、100点を所定点数に加算する。

Ｌ００２ 硬膜外麻酔

１ 頸・胸部 1,500点
けい

２ 腰部 800点

３ 仙骨部 340点

注 実施時間が２時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数

を増すごとに、それぞれ750点、400点、170点を所定点数に加算する。

Ｌ００３ 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入（１日につき）（麻酔当日を除く。）

80点

注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、１日につき80点を所定

点数に加算する。

Ｌ００４ 脊椎麻酔 850点

注 実施時間が２時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数
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を増すごとに、128点を所定点数に加算する。

Ｌ００５ 上・下肢伝達麻酔 170点

Ｌ００６ 球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔（瞬目麻酔及び眼輪筋内浸潤麻酔を含む。）
けい

150点

Ｌ００７ 開放点滴式全身麻酔 310点

Ｌ００８ マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔

１ 人工心肺を用い低体温で行う心臓手術、区分番号Ｋ５５２－２に掲げる冠動脈、

大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）であって低体温で行うものが

行われる場合又は分離肺換気及び高頻度換気法が併施される麻酔の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 24,900点

ロ イ以外の場合 18,200点

２ 坐位における脳脊髄手術、人工心肺を用いる心臓手術（低体温で行うものを除く
ざ

。）若しくは区分番号Ｋ５５２－２に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工

心肺を使用しないもの）（低体温で行うものを除く。）が行われる場合又は低血圧

麻酔、低体温麻酔、分離肺換気による麻酔若しくは高頻度換気法による麻酔の場合

（１に掲げる場合を除く。）

イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 16,600点

ロ イ以外の場合 12,100点

３ １若しくは２以外の心臓手術が行われる場合又は伏臥位で麻酔が行われる場合（
が

１又は２に掲げる場合を除く。）

イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 12,450点

ロ イ以外の場合 9,050点

４ 腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻酔が行われる場
くう が

合（１から３までに掲げる場合を除く。）

イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 9,130点

ロ イ以外の場合 6,610点

５ その他の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 8,300点

ロ イ以外の場合 6,000点

注１ 一の当該全身麻酔において複数の項目に係る手術等が行われる場合には、最も

高い点数の項目により算定する。

２ 全身麻酔の実施時間が２時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分

又はその端数を増すごとに、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ １に掲げる項目に係る手術等により実施時間が２時間を超えた場合

1,800点

ロ ２に掲げる項目に係る手術等により実施時間が２時間を超えた場合

1,200点

ハ ３に掲げる項目に係る手術等により実施時間が２時間を超えた場合 900点

ニ ４に掲げる項目に係る手術等により実施時間が２時間を超えた場合 660点

ホ ５に掲げる項目に係る手術等により実施時間が２時間を超えた場合 600点

３ 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数（酸素と併せて窒素

を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数）を

加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

４ 硬膜外麻酔を併せて行った場合は、硬膜外麻酔併施加算として、次に掲げる点

数を所定点数に加算する。

イ 頸・胸部 750点
けい

ロ 腰部 400点

ハ 仙骨部 170点

５ 注４について、硬膜外麻酔の実施時間が２時間を超えた場合は、麻酔管理時間
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加算として、30分又はその端数を増すごとに、注４のイからハまでに掲げる点数

にそれぞれ375点、200点、85点を更に所定点数に加算する。

６ マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行った区分番号Ｄ

２２０に掲げる呼吸心拍監視の費用は、所定点数に含まれるものとする。

７ 心臓手術が行われる場合若しくは別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者

のうち冠動脈疾患若しくは弁膜症のものに行われる場合又は弁膜症のものに対す

るカテーテルを用いた経皮的心臓手術が行われる場合において、術中に経食道心

エコー法を行った場合には、術中経食道心エコー連続監視加算として、880点又

は1,500点を所定点数に加算する。

８ 同種臓器移植術（生体を除く。）の麻酔を行った場合は、臓器移植術加算とし

て、15,250点を所定点数に加算する。

９ 区分番号Ｌ１００に掲げる神経ブロックを併せて行った場合は、神経ブロック

併施加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イを

算定する場合は、注４及び注５に規定する加算は別に算定できない。

イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合 450点

ロ イ以外の場合 45点

10 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者について、腹腔鏡下手術（区分番
くう

号Ｋ６７２－２に掲げる腹腔鏡下胆嚢摘出術及びＫ７１８－２に掲げる腹腔鏡下
くう のう くう

虫垂切除術を除く。）が行われる場合において、術中に非侵襲的血行動態モニタ

リングを実施した場合に、非侵襲的血行動態モニタリング加算として、500点を

所定点数に加算する。

11 区分番号Ｋ６０９に掲げる動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈に限る。）又は人工
けい

心肺を用いる心臓血管手術において、術中に非侵襲的に脳灌流のモニタリングを
かん

実施した場合に、術中脳灌流モニタリング加算として、1,000点を所定点数に加
かん

算する。

Ｌ００８－２ 低体温療法（１日につき） 12,200点

注１ 低体温療法を開始してから３日間を限度として算定する。

２ 心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して低体温療法を開始した場合は、低体温迅

速導入加算として、5,000点を所定点数に加算する。

Ｌ００８－３ 経皮的体温調節療法（一連につき） 5,000点

Ｌ００９ 麻酔管理料(Ⅰ)

１ 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 250点

２ マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 1,050点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師（麻

酔科につき医療法第６条の６第１項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に

限る。）が行った場合に算定する。

２ １について、帝王切開術の麻酔を行った場合は、帝王切開術時麻酔加算として

、700点を所定点数に加算する。

３ 区分番号Ｌ０１０に掲げる麻酔管理料(Ⅱ)を算定している場合は算定できない

。

４ 区分番号Ｋ０１７、Ｋ０２０、Ｋ１３６－２、Ｋ１４２－２の１、Ｋ１５１－

２、Ｋ１５４－２、Ｋ１６９の１、Ｋ１７２、Ｋ１７５の２、Ｋ１７７、Ｋ３１

４の２、Ｋ３７９－２の２、Ｋ３９４の２、Ｋ３９５、Ｋ４０３の２、Ｋ４１５

の２、Ｋ５１４の９、Ｋ５１４－４、Ｋ５１９、Ｋ５２９の１、Ｋ５２９－２の

１、Ｋ５２９－２の２、Ｋ５５２、Ｋ５５３の３、Ｋ５５３－２の２、Ｋ５５３

－２の３、Ｋ５５５の３、Ｋ５５８、Ｋ５６０の１のイからＫ５６０の１のハま

で、Ｋ５６０の２、Ｋ５６０の３のイからＫ５６０の３のニまで、Ｋ５６０の４

、Ｋ５６０の５、Ｋ５６０－２の２のニ、Ｋ５６７の３、Ｋ５７９－２の２、Ｋ
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５８０の２、Ｋ５８１の３、Ｋ５８２の２、Ｋ５８２の３、Ｋ５８３、Ｋ５８４

の２、Ｋ５８５、Ｋ５８６の２、Ｋ５８７、Ｋ５９２－２、Ｋ６０５－２、Ｋ６

０５－４、Ｋ６１０の１、Ｋ６４５、Ｋ６７５の４、Ｋ６７５の５、Ｋ６７７－

２の１、Ｋ６９５の４から７まで、Ｋ６９７－５、Ｋ６９７－７、Ｋ７０３、Ｋ

７０４、Ｋ８０１の１、Ｋ８０３の２、Ｋ８０３の４及びＫ８０３－２に掲げる

手術に当たって、区分番号Ｌ００８に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循

環式全身麻酔の実施時間が８時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、

7,500点を所定点数に加算する。

Ｌ０１０ 麻酔管理料(Ⅱ)

１ 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 150点

２ マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 450点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

届け出た保険医療機関において行った場合に算定する。

第２節 神経ブロック料

区分

Ｌ１００ 神経ブロック（局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用）

１ トータルスパイナルブロック、三叉神経半月神経節ブロック、胸部交感神経節ブ
さ

ロック、腹腔神経叢ブロック、頸・胸部硬膜外ブロック、神経根ブロック、下腸間
くう そう けい

膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経叢ブロック 1,500点
そう そう

２ 眼神経ブロック、上顎神経ブロック、下顎神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶

形口蓋神経節ブロック、腰部硬膜外ブロック 800点

３ 腰部交感神経節ブロック、くも膜下脊髄神経ブロック、ヒッチコック療法、腰神

経叢ブロック 570点
そう

４ 眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮又は下肢痙縮の治療目的でボツリ
けんけいれん けいれん けい けい けい けい

ヌス毒素を用いた場合 400点

５ 星状神経節ブロック、仙骨部硬膜外ブロック、顔面神経ブロック 340点

６ 腕神経叢ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロック、迷走神経ブロック
そう

、副神経ブロック、横隔神経ブロック、深頸神経叢ブロック、眼窩上神経ブロック
けい そう か

、眼窩下神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、浅頸神経叢ブ
か けい そう

ロック、肩甲背神経ブロック、肩甲上神経ブロック、外側大腿皮神経ブロック、閉
たい

鎖神経ブロック、不対神経節ブロック、前頭神経ブロック 170点

７ 頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック、上喉頭神経ブロック、肋間神経ブロック、腸骨
けい ろつ

下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロック
そ たい ざ

、陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、筋皮神経ブロッ

ク、正中神経ブロック、尺骨神経ブロック、腋窩神経ブロック、橈骨神経ブロック
えき か とう

、仙腸関節枝神経ブロック、頸・胸・腰椎後枝内側枝神経ブロック、脊髄神経前枝
けい

神経ブロック 90点

注 上記以外の神経ブロック（局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用）は、区分番号Ｌ

１０２に掲げる神経幹内注射で算定する。

Ｌ１０１ 神経ブロック（神経破壊剤又は高周波凝固法使用）

１ 下垂体ブロック、三叉神経半月神経節ブロック、腹腔神経叢ブロック、くも膜下
さ くう そう

脊髄神経ブロック、神経根ブロック、下腸間膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経叢
そう そう

ブロック、腰神経叢ブロック 3,000点
そう

２ 胸・腰交感神経節ブロック、頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック、眼神経ブロック、
けい

上顎神経ブロック、下顎神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶形口蓋神経節ブロッ

ク、顔面神経ブロック 1,800点

３ 眼窩上神経ブロック、眼窩下神経ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロ
か か

ック、副神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、閉鎖神経ブロ

ック、不対神経節ブロック、前頭神経ブロック 800点
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４ 迷走神経ブロック、横隔神経ブロック、上喉頭神経ブロック、浅頸神経叢ブロッ
けい そう

ク、肋間神経ブロック、腸骨下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロック、外側大腿
ろつ そ たい

皮神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙
たい ざ

骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、仙腸関節枝神経ブロック、頸・胸・腰椎後
けい

枝内側枝神経ブロック、脊髄神経前枝神経ブロック 340点

注 上記以外の神経ブロック（神経破壊剤又は高周波凝固法使用）は、区分番号Ｌ１

０２に掲げる神経幹内注射で算定する。

Ｌ１０２ 神経幹内注射 25点

Ｌ１０３ カテラン硬膜外注射 140点

Ｌ１０４ トリガーポイント注射 80点

Ｌ１０５ 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入（１日につき）（チューブ挿入当日を除く。

） 80点

注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、１日につき80点を所定

点数に加算する。

第３節 薬剤料

区分

Ｌ２００ 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点

数につき１点未満の端数を切り上げて得た点数に１点を加算して得た点数とする

。

注１ 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

２ 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第４節 特定保険医療材料料

区分

Ｌ３００ 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
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第12部 放射線治療

通則

１ 放射線治療の費用は、第１節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当

たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料（以下この部において「特定保険医療材料」

という。）を使用した場合は、第１節の所定点数に第２節の所定点数を合算した点数により算

定する。

２ 第１節に掲げられていない放射線治療であって特殊なものの費用は、第１節に掲げられてい

る放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。

３ 新生児、３歳未満の乳幼児（新生児を除く。）、３歳以上６歳未満の幼児又は６歳以上15歳

未満の小児に対して放射線治療（区分番号Ｍ０００からＭ００１－３まで及びＭ００２からＭ

００４までに掲げる放射線治療に限る。）を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該

放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20

に相当する点数を加算する。

第１節 放射線治療管理・実施料

区分

Ｍ０００ 放射線治療管理料（分布図の作成１回につき）

１ １門照射、対向２門照射又は外部照射を行った場合 2,700点

２ 非対向２門照射、３門照射又は腔内照射を行った場合 3,100点
くう

３ ４門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合 4,000点

４ 強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）による体外照射を行った場合 5,000点

注１ 線量分布図を作成し、区分番号Ｍ００１に掲げる体外照射、区分番号Ｍ００４

の１に掲げる外部照射、区分番号Ｍ００４の２に掲げる腔内照射又は区分番号Ｍ
くう

００４の３に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成１回に

つき１回、一連につき２回に限り算定する。

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常

勤の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理（区分番号Ｍ００１の２に掲げ

る高エネルギー放射線治療及び区分番号Ｍ００１の３に掲げる強度変調放射線治

療（ＩＭＲＴ）に係るものに限る。）を行った場合は、放射線治療専任加算とし

て、330点を所定点数に加算する。

３ 注２に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性

腫瘍の患者であって、入院中の患者以外のもの等に対して、放射線治療（区分番

号Ｍ００１の２に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号Ｍ００１の３に掲

げる強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）に係るものに限る。）を実施した場合に、

外来放射線治療加算として、患者１人１日につき１回に限り100点を所定点数に

加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、緊急時の放射線治療の治療計画を、別に厚生

労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た

別の保険医療機関と共同して策定した場合に、遠隔放射線治療計画加算として、

一連の治療につき１回に限り2,000点を所定点数に加算する。

Ｍ０００－２ 放射性同位元素内用療法管理料

１ 甲状腺癌に対するもの 1,390点
がん

２ 甲状腺機能亢進症に対するもの 1,390点
こう

３ 固形癌骨転移による疼痛に対するもの 1,700点
がん とう

４ Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫に対するもの 3,000点

５ 骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌に対するもの 2,630点
がん

注１ １及び２については、甲状腺疾患（甲状腺癌及び甲状腺機能亢進症）を有する
がん こう
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患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行っ

た場合に、月１回に限り算定する。

２ ３については、固形癌骨転移による疼痛を有する患者に対して、放射性同位元
がん とう

素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月１回に限り算定

する。

３ ４については、Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫の患者に対して、放射性同位元素

内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月１回に限り算定す

る。

４ ５については、骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌の患者に対して、放射性同位
がん

元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素

を投与した日に限り算定する。

Ｍ００１ 体外照射

１ エックス線表在治療

イ １回目 110点

ロ ２回目 33点

２ 高エネルギー放射線治療

イ １回目

( 1 ) １門照射又は対向２門照射を行った場合 840点

( 2 ) 非対向２門照射又は３門照射を行った場合 1,320点

( 3 ) ４門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 1,800点

ロ ２回目

( 1 ) １門照射又は対向２門照射を行った場合 420点

( 2 ) 非対向２門照射又は３門照射を行った場合 660点

( 3 ) ４門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 900点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長

等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定

点数の100分の70に相当する点数により算定する。

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長

等に届け出た保険医療機関において、１回の線量が2.5Ｇｙ以上の全乳房照射

を行った場合は、１回線量増加加算として、460点を所定点数に加算する。

３ 強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ） 3,000点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長

等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して

、放射線治療を実施した場合に算定する。

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長

等に届け出た保険医療機関において、１回の線量が2.5Ｇｙ以上の前立腺照射

を行った場合は、１回線量増加加算として、1,000点を所定点数に加算する。

注１ 疾病、部位又は部位数にかかわらず、１回につき算定する。

２ 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者１人につき１日

を限度として、5,000点を所定点数に加算する。

３ 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、

1,000点を所定点数に加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像

誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）による体外照射を行った場合（イの場合は、乳房照

射に係るもの、ロ及びハの場合は、２のイの(3 )若しくはロの( 3 )又は３に係るも

のに限る。）には、画像誘導放射線治療加算として、患者１人１日につき１回に

限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。

イ 体表面の位置情報によるもの 150点
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ロ 骨構造の位置情報によるもの 300点

ハ 腫瘍の位置情報によるもの 450点

５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、呼吸性移動対策を行った場合は、体外照射呼

吸性移動対策加算として、150点を所定点数に加算する。

Ｍ００１－２ ガンマナイフによる定位放射線治療 50,000点

Ｍ００１－３ 直線加速器による放射線治療（一連につき）

１ 定位放射線治療の場合 63,000点

２ １以外の場合 8,000点

注１ 定位放射線治療のうち、患者の体幹部に対して行われるものについては、別に

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け

出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

２ 定位放射線治療について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している

ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、呼吸性移動対策を

行った場合は、定位放射線治療呼吸性移動対策加算として、所定点数に次の点数

を加算する。

イ 動体追尾法 10,000点

ロ その他 5,000点

Ｍ００１－４ 粒子線治療（一連につき）

１ 希少な疾病に対して実施した場合

イ 重粒子線治療の場合 187,500点

ロ 陽子線治療の場合 187,500点

２ １以外の特定の疾病に対して実施した場合

イ 重粒子線治療の場合 110,000点

ロ 陽子線治療の場合 110,000点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行わ

れる場合に限り算定する。

２ 粒子線治療の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、粒子線治

療の適応判定に係る検討が実施された場合には、粒子線治療適応判定加算として

、40,000点を所定点数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、放射線治療を担当する専従の医師が策定した

照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、粒子線治療医学管理加算として

、10,000点を所定点数に加算する。

Ｍ００２ 全身照射（一連につき） 30,000点

注 造血幹細胞移植を目的として行われるものに限る。

Ｍ００３ 電磁波温熱療法（一連につき）

１ 深在性悪性腫瘍に対するもの 9,000点

２ 浅在性悪性腫瘍に対するもの 6,000点

Ｍ００４ 密封小線源治療（一連につき）

１ 外部照射 80点

２ 腔内照射
くう

イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用い

た場合 12,000点

ロ その他の場合 5,000点

３ 組織内照射

イ 前立腺癌に対する永久挿入療法 48,600点
がん
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ロ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用い

た場合 23,000点

ハ その他の場合 19,000点

４ 放射性粒子照射（本数に関係なく） 8,000点

注１ 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。

２ 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数

を加算する。

３ 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数

を加算する。

４ 前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合は、線源使用加算として、使用し
がん

た線源の費用として１個につき630点を所定点数に加算する。ただし、この場合

において、注６の加算は算定できない。

５ 食道用アプリケーター又は気管、気管支用アプリケーターを使用した場合は、

食道用アプリケーター加算又は気管、気管支用アプリケーター加算として、それ

ぞれ6,700点又は4,500点を所定点数に加算する。

６ 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算す

る。

７ 使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算

する。

８ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像

誘導密封小線源治療（ＩＧＢＴ）（２のイに係るものに限る。）を行った場合に

は、画像誘導密封小線源治療加算として、一連につき1,200点を所定点数に加算

する。

Ｍ００５ 血液照射 110点

第２節 特定保険医療材料料

区分

Ｍ２００ 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
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第13部 病理診断

通則

１ 病理診断の費用は、第１節及び第２節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

ただし、病理診断に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第１節及び第２節並
せん

びに第３部第４節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

２ 病理診断に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号によ

り算定した点数及び第３部第５節の所定点数を合算した点数により算定する。

３ 病理診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料（以下この部において「特定

保険医療材料」という。）を使用した場合は、前２号により算定した点数及び第３部第６節の

所定点数を合算した点数により算定する。

４ 第１節又は第２節に掲げられていない病理診断であって特殊なものの費用は、第１節又は第

２節に掲げられている病理診断のうちで最も近似する病理診断の各区分の所定点数により算定

する。

５ 対称器官に係る病理標本作製料の各区分の所定点数は、両側の器官の病理標本作製料に係る

点数とする。

６ 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機

関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第２条に規定する病理学的検査を委託する場合に

おける病理診断に要する費用については、第３部検査の通則第６号に規定する別に厚生労働大

臣が定めるところにより算定する。ただし、区分番号Ｎ００６に掲げる病理診断料については

、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関間において行うときに限り算定する。

７ 保険医療機関間のデジタル病理画像（病理標本に係るデジタル画像のことをいう。以下この

表において同じ。）の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像の観察

により、区分番号Ｎ００３に掲げる術中迅速病理組織標本作製又は区分番号Ｎ００３－２に掲

げる迅速細胞診を行う場合には、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定する。

第１節 病理標本作製料

通則

１ 病理標本作製に当たって、３臓器以上の標本作製を行った場合は、３臓器を限度として算定

する。

２ リンパ節については、所属リンパ節ごとに１臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が１

臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を１臓器として数える。

区分

Ｎ０００ 病理組織標本作製

１ 組織切片によるもの（１臓器につき） 860点

２ セルブロック法によるもの（１部位につき） 860点

Ｎ００１ 電子顕微鏡病理組織標本作製（１臓器につき） 2,000点

Ｎ００２ 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製

１ エストロジェンレセプター 720点

２ プロジェステロンレセプター 690点

３ ＨＥＲ２タンパク 690点

４ ＥＧＦＲタンパク 690点

５ ＣＣＲ４タンパク 10,000点

６ ＡＬＫ融合タンパク 2,700点

７ ＣＤ３０ 400点

８ その他（１臓器につき） 400点

注１ １及び２の病理組織標本作製を同一月に実施した場合は、180点を主たる病理

組織標本作製の所定点数に加算する。

２ ８について、確定診断のために４種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患
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者に対して、標本作製を実施した場合には、1,200点を所定点数に加算する。

Ｎ００３ 術中迅速病理組織標本作製（１手術につき） 1,990点

Ｎ００３－２ 迅速細胞診

１ 手術中の場合（１手術につき） 450点

２ 検査中の場合（１検査につき） 450点

Ｎ００４ 細胞診（１部位につき）

１ 婦人科材料等によるもの 150点

２ 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの 190点
せん くう

注１ １について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場

合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、36点を所定点数に加算する

。

２ ２について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を
せん

作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点

数に加算する。

Ｎ００５ ＨＥＲ２遺伝子標本作製

１ 単独の場合 2,700点

２ 区分番号Ｎ００２に掲げる免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製の３による

病理標本作製を併せて行った場合 3,050点

Ｎ００５－２ ＡＬＫ融合遺伝子標本作製 6,520点

Ｎ００５－３ ＰＤ－Ｌ１タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製 2,700点

第２節 病理診断・判断料

区分

Ｎ００６ 病理診断料

１ 組織診断料 450点

２ 細胞診断料 200点

注１ １については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専

ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号

Ｎ０００に掲げる病理組織標本作製、区分番号Ｎ００１に掲げる電子顕微鏡病理

組織標本作製、区分番号Ｎ００２に掲げる免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本

作製若しくは区分番号Ｎ００３に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製さ

れた組織標本（区分番号Ｎ０００に掲げる病理組織標本作製又は区分番号Ｎ００

２に掲げる免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製により作製された組織標本

のデジタル病理画像を含む。）に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関

以外の保険医療機関で作製された組織標本（当該保険医療機関以外の保険医療機

関で区分番号Ｎ０００に掲げる病理組織標本作製又は区分番号Ｎ００２に掲げる

免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル

病理画像を含む。）に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数に

かかわらず、月１回に限り算定する。

２ ２については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専

ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号

Ｎ００３－２に掲げる迅速細胞診若しくは区分番号Ｎ００４に掲げる細胞診の２

により作製された標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保

険医療機関で作製された標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又

は回数にかかわらず、月１回に限り算定する。

３ 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った

場合は、区分番号Ｎ０００からＮ００４までに掲げる病理標本作製料は、別に算

定できない。

４ 病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、病理診断を専ら担当す
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る常勤の医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合には、当該

基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 病理診断管理加算１

( 1 ) 組織診断を行った場合 120点

( 2 ) 細胞診断を行った場合 60点

ロ 病理診断管理加算２

( 1 ) 組織診断を行った場合 320点

( 2 ) 細胞診断を行った場合 160点

５ １については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体か

ら区分番号Ｎ０００に掲げる病理組織標本作製の１又は区分番号Ｎ００２に掲げ

る免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく

診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点数に加

算する。

Ｎ００７ 病理判断料 150点

注１ 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月１回に限り算定する。

２ 区分番号Ｎ００６に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。
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第３章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

介護老人保健施設の入所者である患者（以下この表において「施設入所者」という。）に対して

行った療養の給付に係る診療料の算定は、前２章の規定にかかわらず、この章に定めるところによ

る。

第１部 併設保険医療機関の療養に関する事項

１ 緊急時施設治療管理料 500点

注 平成18年７月１日から令和４年３月31日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び

設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）附則第13条に規定する転換を行

って開設した介護老人保健施設（以下この表において「療養病床から転換した介護老人保

健施設」という。）に併設される保険医療機関の医師が、当該療養病床から転換した介護

老人保健施設の医師の求めに応じて入所している患者の病状が著しく変化した場合に緊急

その他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に、１日に１回

、１月に４回に限り算定する。

２ 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
かん

薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤１調剤につき、薬価から15円を控除した額を
かん

10円で除して得た点数につき１点未満の端数を切り上げて得た点数に１点を加算して

得た点数

注 使用薬剤の薬価は、第１章及び第２章の例による。

３ 施設入所者材料料

イ 第２章第２部第４節区分番号Ｃ３００に掲げる特定保険医療材料

ロ 第２章第２部第２節第２款に掲げる加算として算定できる材料

注 イ及びロの算定方法については第２章の例による。

４ その他の診療料

併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所
かん

者材料料以外の診療料の算定は、第１章及び第２章の例による。ただし、第１章及び第２章に掲

げる診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。

イ 第１章基本診療料並びに第２章特掲診療料第１部医学管理等及び第２部在宅医療に掲げる

診療料

ロ 第２章特掲診療料第３部検査に掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める検査に係るもの

に限る。）

ハ 第２章特掲診療料第５部投薬に掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める投薬に係るもの

及び別に厚生労働大臣が定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。）

ニ 第２章特掲診療料第６部注射に掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める注射に係るもの

及び別に厚生労働大臣が定める注射薬に係る費用を除く。）

ホ 第２章特掲診療料第７部リハビリテーションに掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める

リハビリテーションに係るものに限る。）

ヘ 第２章特掲診療料第８部精神科専門療法に掲げる診療料

ト 第２章特掲診療料第９部処置に掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める処置に係るもの

に限る。）

チ 第２章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める手術に係るもの

に限る。）

リ 第２章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める麻酔に係るもの

に限る。）

第２部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

１ 施設入所者共同指導料 600点

注 併設保険医療機関以外の病院である保険医療機関であって介護老人保健施設に入所中の

患者の退所後の療養を担当するものが、当該介護老人保健施設の医師の求めに応じて、当

該患者に対して、療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者１人につき１回に限り

算定する。
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２ 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
かん

薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤１調剤につき、薬価から15円を控除した額を
かん

10円で除して得た点数につき１点未満の端数を切り上げて得た点数に１点を加算して

得た点数

注 使用薬剤の薬価は、第１章及び第２章の例による。

３ 施設入所者材料料

イ 第２章第２部第４節区分番号Ｃ３００に掲げる特定保険医療材料

ロ 第２章第２部第２節第２款に掲げる加算として算定できる材料

注 イ及びロの算定方法については第２章の例による。

４ その他の診療料

併設保険医療機関以外の保険医療機関に係る施設入所者共同指導料、施設入所者自己腹膜灌流
かん

薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第１章及び第２章の例による。ただし、第

１章及び第２章に掲げる診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。

イ 第１章基本診療料に掲げる診療料のうち入院に係るもの

ロ 第２章特掲診療料第１部医学管理等に掲げる診療料（退院時共同指導料１、診療情報提供

料(Ⅰ)（注４に掲げる場合に限る。）及び診療情報提供料(Ⅱ)を除く。）

ハ 第２章特掲診療料第２部在宅医療に掲げる診療料（往診料を除く。）

ニ 第２章特掲診療料第３部検査に掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める検査に係るもの

に限る。）

ホ 第２章特掲診療料第５部投薬に掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める投薬に係るもの

及び別に厚生労働大臣が定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。）

ヘ 第２章特掲診療料第６部注射に掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める注射に係るもの

及び別に厚生労働大臣が定める注射薬に係る費用を除く。）

ト 第２章特掲診療料第７部リハビリテーションに掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める

リハビリテーションに係るものに限る。）

チ 第２章特掲診療料第８部精神科専門療法に掲げる診療料

リ 第２章特掲診療料第９部処置に掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める処置に係るもの

に限る。）

ヌ 第２章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める手術に係るもの

に限る。）

ル 第２章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料（別に厚生労働大臣が定める麻酔に係るもの

に限る。）
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第４章 経過措置

１ 第１章の規定にかかわらず、区分番号Ａ１０３に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対１入院

基本料及び20対１入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関の

うち医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第43条の２に規定する病院以外の病院である保

険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患

者について、当分の間、算定できるものとする。

２ 令和２年９月30日までの間における区分番号Ａ０００の注２及びＡ００２の注２の適用につい

ては、Ａ０００の注２中「地域医療支援病院（同法第４条第１項に規定する地域医療支援病院を

いう。以下この表において同じ。）（同法第７条第２項第５号に規定する一般病床（以下「一般

病床」という。）に係るものの数が200未満の病院を除く。）」とあるのは「許可病床（同法の

規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床をいう。以下この表におい

て同じ。）の数が400以上である地域医療支援病院（同法第４条第１項に規定する地域医療支援

病院をいう。以下この表において同じ。）に限る。）」と、Ａ００２の注２中「病院である保険

医療機関（特定機能病院及び地域医療支援病院に限る。）」とあるのは「病院である保険医療機

関（特定機能病院及び許可病床数が400床以上である地域医療支援病院に限る。）」とする。

３ 第１章の規定にかかわらず、区分番号Ａ１０１の注11に規定する診療料は、令和４年３月31日

までの間に限り、算定できるものとする。

４ 第２章の規定にかかわらず、次に掲げる診療料は、令和４年３月31日までの間に限り、算定で

きるものとする。

イ 区分番号Ｄ００１の２に掲げるＢｅｎｃｅ Ｊｏｎｅｓ蛋白定性（尿）
たん

ロ 区分番号Ｄ００７の１に掲げるアルブミン（ＢＣＰ改良法・ＢＣＧ法）のうち、ＢＣＧ法に

よるもの

ハ 区分番号Ｄ００７の22に掲げるＣＫ－ＭＢ（免疫阻害法・蛋白量測定）のうち、免疫阻害法
たん

によるもの

ニ 区分番号Ｄ０２４に掲げる動物使用検査

ホ 区分番号Ｄ２７６に掲げる網膜中心血管圧測定

５ 第２章の規定にかかわらず、区分番号Ｉ０１６の１のハに掲げる精神科在宅患者支援管理料は

、令和３年３月31日までの間に限り、算定できるものとする。
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